
  

 

第３回 移動等円滑化評価会議沖縄分科会 

 

 

 日時：令和３年９月２日（木）10:00～12:00 

 場所：オンライン開催（沖縄総合事務局 5 階海技試験室） 

 

 

議事次第 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）沖縄における移動等円滑化の進捗状況について 

（２）沖縄総合事務局の取組みについて 

（３）国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰の報告について 

（４）委員からの報告について 

 

３．閉会 

 

《配付資料》 
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資料３ ハード・ソフト取組計画の作成状況 

資料４ 沖縄総合事務局における取組について 

資料５ 全ての人に優しいダイバーシティーアイランド OKINAWA を目指した 

ホテルをめざして（株式会社パームロイヤル） 

資料６ 那覇空港 UD 診断の結果について（那覇空港ビルディング株式会社） 

資料７ バスにおけるバリアフリーの取り組み状況について（一般社団法人 

沖縄県バス協会） 

資料８ パーキングパーミット制度の導入検討について（沖縄県障害福祉課） 

 

参考資料１ 令和２年改正バリアフリー法の施行について 

 参考資料２ 東京オリパラを契機とした障害当事者参画によるバリアフリー化に 

ついて 



所　　　属 職　　名 氏　　名 出欠 Web 現地 代理出席者

1 ＮＰＯ法人エンパワメント沖縄 理事長 髙嶺
タカミネ

　豊
ユタカ

○ ○

2 ＮＰＯ法人バリアフリーネットワーク会議 代表者 親川
オヤカワ

　修
オサム

○ ○

3 ＮＰＯ法人沖縄県脊髄損傷者協会 理事長 仲根
ナカネ

　建作
ケンサク

○ ○

4 社会福祉法人那覇市社会福祉協議会 地域福祉課長 真栄城
マエシロ　

　孝
タカシ

○ ○

5 公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会 会長 山田
ヤマダ

　圭吾
ケイゴ

○ ○

6 社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会 会長 山城
ヤマシロ

　充
ミツマサ

正 ○ ○

7 社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会 会長 知花
チバナ

　光
ミツヒデ

英 ○ ○

8 一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会 会長 野原
ノハラ

　龍
タツノブ

信 △ ○ 牧志
マキシ　

 正人
マサト

9 公益財団法人沖縄県老人クラブ連合会 事務局長 新城
シンジョウ

　智
トモミ

美 ○ ○

10 公益社団法人沖縄県手をつなぐ育成会 理事長 田中
タナカ

　寛
ヒロシ

○ ○

11 沖縄県発達障害者支援センター 地域療育課長 大城
オオシロ　

 貴
タカコ

子 ○ ○

12 沖縄都市モノレール株式会社 技術部長 長浜
ナガハマ

　正
マサカツ

勝 ○ ○

13 一般社団法人沖縄県バス協会 専務理事 慶
ケイダ

田　佳
ヨシハル

春 △ ○ 高江洲
タカエス

　誠
マコト

14 一般社団法人沖縄県ハイヤー・タクシー協会 事務局長 津波古
ツハコ

　修
オサム

○ ○

15 一般社団法人沖縄旅客船協会 専務理事 前里
マエザト

　正
タダシ

○ ○

16 一般社団法人沖縄県レンタカー協会 専務理事 真栄城
マエシロ

　弘
ヒロシ

○ ○

17 一般社団法人沖縄県ホテル協会 会長 平良
タイラ

　朝
チョウケイ

敬 △ ○ 坂本
サカモト

 公敏
キミハル

18 那覇空港ビルディング株式会社 施設部施設課長 国頭
クニガミ

　貞雄
サダオ

○ ○

19 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 誘客事業部長 金城
キンジョウ

　孝
タカシ

○ ○

20 沖縄県企画部 交通政策課長 金城
キンジョウ

　康
ヤスシ

司 ○ ○

21 沖縄県土木建築部 施設建築課長 金城
キンジョウ

　新
シンゴ

吾 ○ ○

22 沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課長 宮里
ミヤザト

　健
タケシ

○ ○

23 沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課長 又
マタヨシ

吉　信
マコト

△ ○ 玉城　新
タマシロ　アラタ

24 沖縄県教育庁 生涯学習振興課長 大宜見
オオギミ

　勝美
カツミ

○ ○

25 沖縄県警察本部交通部 交通規制課交通管制官 小林
コバヤシ

　英樹
ヒデキ

○ ○

26 那覇市都市みらい部 都市計画課長 島袋
シマブクロ

　勝
マサル

○ ○

27 那覇市福祉部 福祉政策課長 當山
トウヤマ

　忠彦
タダヒコ

×

28 那覇市こどもみらい部 こども教育保育課長 桃原
トウバル

　兼光
カネミツ

○ ○

内閣府沖縄総合事務局運輸部 運輸部長 米山
ヨネヤマ

　茂
シゲル

○

内閣府沖縄総合事務局開発建設部 建設行政課長 澤
サワエ

江 淳
ジュン

○ ○

内閣府沖縄総合事務局運輸部 企画室長 齋藤
サイトウ

　洋一郎
ヨウイチロウ

○ ○

移動等円滑化評価会議沖縄分科会　出席者名簿

委員

事務局



 
 

移動等円滑化評価会議沖縄分科会 設置要綱 
 

（目的） 
第１条 移動等円滑化評価会議沖縄分科会（以下「分科会」という。）は、高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第４条第１

項及び第５２条の２の規定に基づき、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共

団体、施設設置管理者その他の関係者が、定期的に沖縄の移動等円滑化の進展状況を

把握し、及び評価するとともに、必要な取組の検討等を行い、もって沖縄の移動等円

滑化の推進を図ることを目的とする。 
  
（構成） 

第２条 分科会の委員は、別紙のとおりとする。 
２ 分科会は、必要に応じて、委員以外の者を出席させることができる。 
 

（任期） 
第３条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 
２ 委員は、再任することができる。 

 
（会長） 

第４条 分科会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 
２ 会長は、分科会の事務を掌理する。 
３ 会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから会長があらかじめ指名 

する者が、その職務を代理する。 
 
（分科会の運営） 

第５条 分科会の事務局は、内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室及び開発建設部建設行

政課に置く。 
２ 分科会の事務局長は、内閣府沖縄総合事務局運輸部長とする。 
３ 前２項のほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定め

る。 
４ 分科会の議事録は、特段の理由がある場合を除き、公開するものとする。 
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（実施事項） 
第６条 分科会は、次に揚げる事項を実施するものとする。 

一 沖縄の移動等円滑化の進捗状況の把握・評価 
二 沖縄の事業者や自治体等による先進的な取組の共有・横展開 
三 沖縄の移動等円滑化を推進するために必要な取組の検討 
 
（協議内容の取扱い） 

第７条 分科会において協議した内容は、事務局より国土交通省総合政策局安心生活政策

課に報告する。 
  

附 則 
１ この要綱は、令和元年７月２４日から施行する。 
２ 沖縄地方バリアフリー推進連絡会議（平成２２年３月１６日設置）は、廃止する。 
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【別紙】

職　　名 氏　　名

1 理事長 髙嶺　豊

2 代表者 親川　修

3 理事長 仲根　建作

4 地域福祉課長 真栄城　孝

5 会長 山田　圭吾

6 会長 山城　充正

7 会長 知花　光英

8 会長 野原　龍信

9 事務局長 新城　智美

10 理事長 田中　寛

11 地域療育課長 大城 貴子

12 技術部長 長浜　正勝

13 専務理事 慶田　佳春

14 事務局長 津波古　修

15 専務理事 前里　正

16 専務理事 真栄城　弘

17 会長 平良　朝敬

18 施設部施設課長 国頭　貞雄

19 誘客事業部長 金城　孝

20 交通政策課長 金城　康司

21 施設建築課長 金城　新吾

22 障害福祉課長 宮里　健

23 観光振興課長 又吉　信

24 生涯学習振興課長 大宜見　勝美

25 交通規制課交通管制官 小林　英樹

26 都市計画課長 島袋　勝

27 福祉政策課長 當山　忠彦

28 こども教育保育課長 桃原　兼光

運輸部長 米山　茂

建設行政課長 澤江　淳

企画室長 齋藤　洋一郎

移動等円滑化評価会議沖縄分科会　委員名簿

委員

所　　　属

ＮＰＯ法人エンパワメント沖縄

公益社団法人沖縄県手をつなぐ育成会

社会福祉法人那覇市社会福祉協議会

ＮＰＯ法人バリアフリーネットワーク会議

ＮＰＯ法人沖縄県脊髄損傷者協会

公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会

社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会

社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会

一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会

公益財団法人沖縄県老人クラブ連合会

沖縄県子ども生活福祉部

沖縄県発達障害者支援センター

沖縄都市モノレール株式会社

一般社団法人沖縄県バス協会

一般社団法人沖縄県ハイヤー・タクシー協会

一般社団法人沖縄旅客船協会

一般社団法人沖縄県レンタカー協会

一般社団法人沖縄県ホテル協会

那覇空港ビルディング株式会社

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県企画部

沖縄県土木建築部

事務局

内閣府沖縄総合事務局運輸部

内閣府沖縄総合事務局開発建設部

内閣府沖縄総合事務局運輸部

沖縄県文化観光スポーツ部

沖縄県教育庁

沖縄県警察本部交通部

那覇市都市みらい部

那覇市福祉部

那覇市こどもみらい部
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基本方針に定める移動等円滑化の
目標達成状況

資料２

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1



2019年度末の

目標達成状況
2020年度末までの目標（令和2年度末）

鉄軌道

鉄軌道駅※1 92％

○3,000人以上を原則100％

○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化

ホームドア・

可動式ホーム柵

858駅

（1,953番線）

車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案し

た上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進

※交通政策基本計画において2020年度までに約800駅の整備を行う

鉄軌道車両 75％ 約70％

バス

バスターミナル※1 95％
○3,000人以上を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

乗合バス

車両

ノンステップバス 61％ 約70％（対象から適用除外認定車両（高速バス等）を除外）

リフト付きバス等 6％ 約25％（リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定車両（高速バス等）を対象）

貸切バス車両 1,081台 約2,100台

船舶

旅客船ターミナル※1 100％

○3,000人以上を原則100％

○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

旅客船（旅客不定期航路事業の用

に供する船舶を含む。）
48％

○約50％

○5,000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100％

○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

航空
航空旅客ターミナル※1 87％

○3,000人以上を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

航空機 99％ 原則100％

タクシー 福祉タクシー車両 37,064台 約44,000台

道路
重点整備地区内の主要な生活関連

経路を構成する道路
91％ 原則100％

都市公園

園路及び広場 59％※2 約60％

駐車場 50％※2 約60％

便所 37％※2 約45％

路外駐車場 特定路外駐車場 71％※2 約70％

建築物
2,000㎡以上の特別特定建築物の

ストック
61％ 約60％

信号機等
主要な生活関連経路を構成する道

路に設置されている信号機等
99％ 原則100％

基本方針に定める移動等円滑化の目標達成状況の概要（２０１９年度末）

※1 旅客施設は段差解消済みの施設の比率。1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。

バリアフリー法に基づく基本方針に定められた整備目標達成に向け、移動等円滑化を推進。

※2 2019年度末の数値は集計中であるため2018年度末の数値
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旅客施設

※地域については地方運輸局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道 （北海道）
東北 （青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県）
関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）
北陸信越（新潟県、長野県、富山県、石川県）
中部 （静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県）
近畿 （滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県）
中国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国 （徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
沖縄 （沖縄県） 3



鉄軌道駅のバリアフリー化の推移（全国）

◆鉄軌道駅のバリアフリー化の目標
一日あたりの平均的な利用者数が三千人以上である鉄道駅及び軌道停留場については、令和2年度までに、

原則として全てについて、移動等円滑化を実施する。
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52.6%

59.4%

66.3%

75.2%

83.3%

(77.8%)
81.0%

81.8% 83.3%
84.8% 86.0%

87.0% 89.3% 90.4%
(92.1%) 92.9% 93.4% 93.4% 93.5% 93.7% 93.9% 94.3% 94.7% 95.1%

(75.2%)
78.0% 79.1% 80.1% 82.0% 83.0%

84.2%
85.2% 86.8% 88.5%

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

(%)

視覚障害者誘導用
ブロック

障害者用トイレ

段差の解消

※平成22年度までは旧基本方針に基づき1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の
旅客施設、23年度以降は改訂後の基本方針（平成23年4月１日施行）に基づき、1日当たりの
平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の整備状況を示している。
（1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の
平成22年度における（ ） 内の数値は参考値）

※「障害者用トイレ」については、便所を設置している旅客施設における整備状況を示している。
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（公共交通移動等円滑化実績等報告による）

91.8%
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鉄軌道駅のバリアフリー状況（地域別）

※バリアフリー化率が全国平均より高い地域を赤塗り、低い地域を青塗りとする（以下、同じ）

・利用者数が１日平均３千人以上である鉄軌道駅のバリアフリー化は、約９割について実施済。
・地域別にみると、関東、近畿、沖縄の進捗率が高い。

（目標値：100％/
　　　　　　2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

 鉄軌道駅数 101 112 1,534 84 433 909 140 28 226 13 3,580

（うちトイレ設置駅数） 90 102 1,460 72 394 889 105 22 193 13 3,340

段差の解消（駅数） 89 94 1,455 67 388 850 115 23 194 13 3,288

割合 88.1% 83.9% 94.9% 79.8% 89.6% 93.5% 82.1% 82.1% 85.8% 100.0% 91.8%

視覚障害者
誘導用ブロック（駅数）

96 110 1,509 73 394 894 108 25 181 13 3,403

割合 95.0% 98.2% 98.4% 86.9% 91.0% 98.3% 77.1% 89.3% 80.1% 100.0% 95.1%

障害者用トイレの
設置（駅数）

85 88 1,374 56 331 793 52 22 142 13 2,956

割合 94.4% 86.3% 94.1% 77.8% 84.0% 89.2% 49.5% 100.0% 73.6% 100.0% 88.5%
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ホームドアの設置状況（全国）

◆ホームドアの整備目標
車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に

勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進する。
※交通政策基本計画において2020年度までに約800駅の整備を行う
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バスターミナルのバリアフリー化の推移（全国）

◆バスターミナルのバリアフリー化の目標
一日あたりの平均的な利用者数が三千人以上であるバスターミナルについては、令和2年度までに、原則とし

て全てについて、移動等円滑化を実施する。

76.2%
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視覚障害者誘導用
ブロック

障害者用トイレ

段差の解消

※平成22年度までは旧基本方針に基づき1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の
旅客施設、23年度以降は改訂後の基本方針（平成23年4月１日施行）に基づき、1日当たりの
平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の整備状況を示している。
（1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の
平成22年度における（ ） 内の数値は参考値）

※「障害者用トイレ」については、便所を設置している旅客施設における整備状況を示している。
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（公共交通移動等円滑化実績等報告による）
7



バスターミナルのバリアフリー状況（地域別）

・利用者数が１日平均３千人以上であるバスターミナルのバリアフリー化は、段差解消や誘導用ブロックは約９割
、障害者トイレについては約８割において実施済。
・地域別に見ると、東北、北陸信越、中部、近畿、中国、沖縄の進捗率が高い。

（目標値：100％/
　　　　　　2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

 バスターミナル数 10 1 5 2 4 3 1 - 14 1 41

（うちトイレ設置駅数） 7 1 1 1 4 2 1 - 14 1 32

段差の解消（施設数） 9 1 5 2 4 3 1 - 13 1 39

割合 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 92.9% 100.0% 95.1%

視覚障害者誘導用
ブロック（施設数）

9 1 5 2 4 3 1 - 14 1 40

割合 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% 97.6%

障害者用トイレの
設置（施設数）

4 1 0 1 4 2 1 - 13 1 27

割合 57.1% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 92.9% 100.0% 84.4%
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旅客船ターミナルのバリアフリー化の推移（全国）

◆旅客船ターミナルのバリアフリー化の目標
一日あたりの平均的な利用者数が三千人以上である旅客船ターミナルについては、令和2年度までに、原則と

して全てについて、移動等円滑化を実施する。
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障害者用トイレ

段差の解消

※平成22年度までは旧基本方針に基づき1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の
旅客施設、23年度以降は改訂後の基本方針（平成23年4月１日施行）に基づき、1日当たりの
平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の整備状況を示している。
（1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の
平成22年度における（ ） 内の数値は参考値）

※「障害者用トイレ」については、便所を設置している旅客施設における整備状況を示している。
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（公共交通移動等円滑化実績等報告による）
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旅客船ターミナルのバリアフリー状況（地域別）

・利用者数が１日平均３千人以上である旅客船ターミナルのバリアフリー化は、既に目標を達成。

（目標値：100％/
　　　　　　2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

 旅客船ターミナル数 - - 1 2 - - 3 2 4 1 13

（うちトイレ設置駅数） - - 1 2 - - 3 2 4 1 13

段差の解消（施設数） - - 1 2 - - 3 2 4 1 13

割合 - - 100.0% 100.0% - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

視覚障害者
誘導用ブロック（施設数）

- - 1 2 - - 3 2 4 1 13

割合 - - 100.0% 100.0% - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

障害者用トイレの
設置（施設数）

- - 1 2 - - 3 2 4 1 13

割合 - - 100.0% 100.0% - - 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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航空旅客ターミナルのバリアフリー化の推移（全国）

◆航空旅客ターミナルのバリアフリー化の目標
一日あたりの平均的な利用者数が三千人以上である航空旅客ターミナルについては、令和2年度までに、原

則として全てについて、移動等円滑化を実施する。
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段差の解消

※平成22年度までは旧基本方針に基づき1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の
旅客施設、23年度以降は改訂後の基本方針（平成23年4月１日施行）に基づき、1日当たりの
平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の整備状況を示している。
（1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上の旅客施設の
平成22年度における（ ） 内の数値は参考値）

※「障害者用トイレ」については、便所を設置している旅客施設における整備状況を示している。
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航空旅客ターミナルのバリアフリー状況（地域別）

◆航空旅客ターミナルのバリアフリー化の目標
一日あたりの平均的な利用者数が三千人以上である航空旅客ターミナルについては、令和2年度までに、原則

として全てについて、移動等円滑化を実施する。

（目標値：100％/
　　　　　　2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

 航空旅客ターミナル数 3 3 6 2 2 4 3 4 8 3 38

（うちトイレ設置駅数） 3 3 6 2 2 4 3 4 8 3 38

段差の解消（施設数） 3 2 6 1 2 4 1 4 8 2 33

割合 100.0% 66.7% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0% 33.3% 100.0% 100.0% 66.7% 86.8%

視覚障害者
誘導用ブロック（施設数）

3 2 6 1 2 4 3 4 8 3 36

割合 100.0% 66.7% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.7%

障害者用トイレの
設置（施設数）

3 3 6 1 2 4 3 4 8 3 37

割合 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.4%
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車両

※地域については地方運輸局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道 （北海道）
東北 （青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県）
関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）
北陸信越（新潟県、長野県、富山県、石川県）
中部 （静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県）
近畿 （滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県）
中国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国 （徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
沖縄 （沖縄県）

13



鉄軌道車両のバリアフリー化の推移（全国）

◆鉄軌道車両のバリアフリー化の目標
総車両数約52,000両のうち約70パーセントに当たる約36,400両について、令和2年度までに、移動等円滑化

を実施する。
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鉄軌道車両のバリアフリー化の推移（地域別）

・鉄軌道車両のバリアフリー化は、約７割において実施済で既に目標を達成。
・地域別に見ると、関東、中部、沖縄の進捗率が高い。

（目標値：約70％/
　     2020年度末）

近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

総数 14,098 577 684 2,487 38 52,648

基準適合車両 8,630 266 186 1,112 38 39,287

割合 61.2% 46.1% 27.2% 44.7% 100.0% 74.6%

（目標値：約70％/
　     2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部

総数 1,401 318 26,780 504 5,761

基準適合車両 790 158 23,636 157 4,314

割合 56.4% 49.7% 88.3% 31.2% 74.9%
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ノンステップバスの導入の推移（全国）

◆ノンステップバスの導入の目標
総車両数約60,000台からバス車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両約

10,000台を除いた50,000台のうち、約70％に当たる約35,000台について、令和2年度までにノンステップバスと
する。
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リフト付きバス等の導入の推移（全国）

◆リフト付きバス等の導入の目標
適用除外認定車両については、令和2年度までに、その約25パーセントに当たる約2,500台をリフト付き又は

スロープ付きバスとする等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りの移動等円滑化を実施す
る。
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ノンステップバス・リフト付きバス等の導入状況（地域別）

・ノンステップバスは、約６割の導入状況。
・地域別に見ると、関東、中部、近畿、沖縄の進捗率が比較的高い。

・リフト付きバス等は、適用除外認定車両のうち25％が目標のところ、5.5％の導入状況。

（目標値：約70％/
　　　2020年度末）
※適用除外認定車両を 除く

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

基準適合車両数 2,562 3,275 17,023 2,293 5,181 7,303 2,829 957 6,158 444 48,025

ノンステップバス
車両数

1,042 1,384 13,316 1,067 3,360 4,848 1,415 533 2,090 318 29,373

割合 40.7% 42.3% 78.2% 46.5% 64.9% 66.4% 50.0% 55.7% 33.9% 71.6% 61.2%

（目標値：約25％/
　　　2020年度末）
※適用除外認定車両

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

適用除外認定
車両数

951 1,517 3,207 988 1,045 1,971 905 555 2,017 361 13,517

リフト付きバス等
車両数

34 66 195 14 111 140 65 4 111 6 746

割合 3.6% 4.4% 6.1% 1.4% 10.6% 7.1% 7.2% 0.7% 5.5% 1.7% 5.5%
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福祉タクシーの導入の推移（全国）

◆福祉タクシーの導入の目標
令和2年度までに、約44,000台の福祉タクシー（ユニバーサルデザインタクシー（流し営業にも活用されることを

想定し、身体障害者のほか、高齢者や妊産婦、子供連れの人等、様々な人が利用できる構造となっている福祉
タクシー車両をいう。）を含む。）を導入する。
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福祉タクシー・うちUDタクシーの導入状況（地域別）

・福祉タクシーについては、ユニバーサルデザインタクシー（JPN TAXI）の販売増加等により、前年度より約
8,000台増加した。
・地域別に見ると、関東における導入数が多い。

（目標値：約44,000台/

　　　　2020年度末）
近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

基準適合車両 4,469 1,706 797 2,779 648 37,064

うちUDタクシー 1,434 589 122 1,234 369 21,736

（目標値：約44,000台/

　　　　2020年度末）
北海道 東北 関東 北陸信越 中部

基準適合車両 1,863 1,786 18,681 1,122 3,213

うちUDタクシー 956 522 14,207 425 1,878
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旅客船のバリアフリー化の推移①（全国）

◆旅客船のバリアフリー化の目標①
一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業の用に供する総隻数約700隻のうち約50パーセントに当た

る約350隻について、令和2年度までに、移動等円滑化を実施する。
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※旅客船：一般旅客定期航路事業の用に供する船舶
及び旅客不定期航路事業の用に供する船舶

（公共交通移動等円滑化実績等報告による）
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旅客船のバリアフリー化の推移②（全国）

◆旅客船のバリアフリー化の目標②
一日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上である旅客船ターミナルに就航する船舶については、令和2年

度までに、原則として全て移動等円滑化を実施する。
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（公共交通移動等円滑化実績等報告による）

※旅客船：一日当たりの平均的な利用者数が5,000人
以上である旅客船ターミナルに就航する船舶
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旅客船のバリアフリー状況（地域別）

・旅客船のバリアフリー化は、約５割について実施済。
・地域別に見ると、①②ともに九州、沖縄の進捗率が比較的高い。

①旅客船

②一日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上である旅客船ターミナルに就航する旅客船

（目標値：約50％/
　　　2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

総数 27 45 54 23 69 75 108 78 165 42 686

基準適合車両 10 19 23 9 21 31 53 51 83 32 332

割合 37.0% 42.2% 42.6% 39.1% 30.4% 41.3% 49.1% 65.4% 50.3% 76.2% 48.4%

（目標値：約50％/
　　　2020年度末）

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

総数 - - - - - - 15 4 5 20 44

基準適合車両 - - - - - - 5 1 3 12 21

割合 - - - - - - 33.3% 25.0% 60.0% 60.0% 47.7%
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航空機のバリアフリー化の推移（全国）

◆航空機のバリアフリー化の目標
総機数約620機について、令和2年度までに、原則として全て移動等円滑化を実施する。
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（公共交通移動等円滑化実績等報告による）
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道路

※地域については各地方整備局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道 （北海道）
東北 （青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県）
関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県）
北陸 （新潟県、富山県、石川県）
中部 （静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）
近畿 （福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県）
中国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国 （徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
沖縄 （沖縄県） 25
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道路のバリアフリー化の推移（全国）

◆道路のバリアフリー化の目標
原則として重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路について、令和2年度までに、移

動等円滑化を実施する。
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（目標値：100％） 北海道 東北 関東 北陸 中部

道路延長
（km）

184.5 82.1 422.8 64.0 157.8

整備延長
（km）

181.9 78.9 377.3 61.4 150.0

割合 98.6% 96.1% 89.2% 95.9% 95.1%

道路のバリアフリー状況（地域別）

（目標値：100％） 近畿 中国 四国 九州 沖縄

道路延長
（km）

489.9 76.2 32.4 188.7 4.3

整備延長
（km）

418.7 71.6 25.9 172.5 4.0

割合 85.5% 94.0% 79.8% 91.4% 93.0%

合計

1702.7

1542.2

91%

（令和元年度末時点）

・重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する全ての道路のバリアフリー化は、約９割について実施済。
・地域別に見ると、北海道、東北、北陸、中部、中国、における進捗率が比較的高い。
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都市公園

※地域については各地方整備局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道 （北海道）
東北 （青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県）
関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県）
北陸 （新潟県、富山県、石川県）
中部 （静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）
近畿 （福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県）
中国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国 （徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
沖縄 （沖縄県） 28
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都市公園のバリアフリー化の推移（全国）

◆都市公園のバリアフリー化の目標
園路及び広場（特定公園施設であるものに限る。以下同じ。）及び駐車場の設置された都市公園の約60パー

セント、便所の設置された都市公園の約45パーセントについて、令和2年度までに、移動等円滑化を実施する。

園路及び広場

駐車場

便所

29



都市公園のバリアフリー状況（地域別）

（令和元年度末時点）

・都市公園のバリアフリー化は、園路・広場、駐車場については約５割、便所については３割強の都市公園に
おいて実施済。

・地域別に見ると、駐車場については沖縄が、便所については四国と沖縄が、進捗率が高い。
また、近畿における進捗率が園路・広場、駐車場、便所のいずれにおいても比較的高い。

園路及び広場
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

（目標値：約60％）

総数 7,359 6,939 30,961 4,539 10,738 17,435 6,576 2,114 11,567 793 99,021

基準適合の数 5,035 3,573 17,586 2,234 6,621 10,920 4,240 1,290 6,574 392 58,465

割合 68.4% 51.5% 56.8% 49.2% 61.7% 62.6% 64.5% 61.0% 56.8% 49.4% 59%

駐車場
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

（目標値：約60％）

総数 650 839 2,607 614 1,177 967 579 336 1,297 176 9,242

基準適合の数 295 387 1,339 262 550 581 300 155 591 123 4,583

割合 45.4% 46.1% 51.4% 42.7% 46.7% 60.1% 51.8% 46.1% 45.6% 69.9% 50%

便所
北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計

（目標値：約45％）

総数 3,102 2,517 10,569 1,520 5,313 3,565 2,935 1,049 4,790 512 35,872

基準適合の数 1,014 1,057 4,080 602 2,018 1,513 767 495 1,598 287 13,431

割合 32.7% 42.0% 38.6% 39.6% 38.0% 42.4% 26.1% 47.2% 33.4% 56.1% 37%
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路外駐車場

※地域については各地方整備局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道 （北海道）
東北 （青森県、岩手県、宮城県、福島県、秋田県、山形県）
関東 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県）
北陸 （新潟県、富山県、石川県）
中部 （静岡県、愛知県、岐阜県、三重県）
近畿 （福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県）
中国 （鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国 （徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州 （福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）
沖縄 （沖縄県） 31
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路外駐車場のバリアフリー化の推移

◆路外駐車場のバリアフリー化の目標
特定路外駐車場の約70パーセントについて、令和2年度までに、移動等円滑化を実施する。
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路外駐車場のバリアフリー状況（地域別）

（目標値：約70％） 北海道 東北 関東 北陸 中部

総数［箇所］ 136 196 821 107 350

基準適合の数［箇所］ 103 113 601 83 248

割合 75.7% 57.7% 73.2% 77.6% 70.9%

（目標値：約70％） 近畿 中国 四国 九州 沖縄

総数［箇所］ 837 146 84 381 15

基準適合の数［箇所］ 593 89 40 289 10

割合 70.8% 61.0% 47.6% 75.9% 66.7%

合計

3,073

2,169

71%

（令和元年度末時点）

・路外駐車場のバリアフリー化は、7割の特定路外駐車場について実施済。
・北海道、関東、北陸、中部、近畿、九州における進捗率が比較的高い。
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建築物
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建築物のバリアフリー化の推移

◆建築物のバリアフリー化の目標
2000㎡以上の特別特定建築物の総ストックの約60パーセントについて、令和2年度までに、移動等円滑化を

実施する。
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信号機等

※地域については管区警察局等の管轄区域を基本としており、内訳は以下のとおり。
北海道警察（北海道）
東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）
警視庁（東京都）
関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）
中部（富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県）
近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
中国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）
四国（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）
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信号機等のバリアフリー化の推移（全国） ※警察庁資料
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◆信号機等のバリアフリー化の目標
重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等については、令和2年度

までに、原則として全ての当該道路において、音響信号機、高齢者等感応信号機等の信号機の設置、歩行者
用道路であることを表示する道路標識の設置、横断歩道であることを表示する道路標示の設置等の移動等円
滑化を実施する。
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信号機等のバリアフリー状況（地域別） ※警察庁資料

北海道 東北 東京都 関東 中部

100.0% 99.7% 96.1% 99.7% 98.8%

近畿 中国 四国 九州

99.9% 99.7% 100.0% 100.0%

全国平均

99.0%

※管区警察局別

（警察庁資料による）

（令和元年度末時点）

・重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等のバリアフリー化は、全
体的には着実に進んでいる。
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全国における基本構想の作成状況 （令和３年３月末時点）

• 全国における基本構想は、309市区町において作成されており、作成率は約２割となっている。
• 人口規模が比較的大きい「市・区」で見ると、作成率は３分の１となっており、そのうち政令市・中核市・特別区は８割以

上となっている。

＜基本構想の作成自治体数＞

全国 市・区 町 村政令市 中核市 その他の市 特別区

作成率 17.7 ％ 35.0 ％ 95.0 ％ 84.5 ％ 27.5 ％ 91.3 ％ 3.2 ％ 0.0 ％

作成数 309 ／ 1741 285 ／ 815 19 ／ 20 49 ／ 58 196 ／ 714 21 ／ 23 24 ／ 743 0 ／ 183
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地域別 基本構想の作成状況 （令和３年３月末時点）

※ブロック内訳は、運輸局と同じ

北海道 東北 関東 北陸信越 中部

作成数 16 12 93 17 43

作成率
8.9 ％ 5.3 ％ 27.1 ％ 12.1 ％ 24.3 ％

16 ／ 179 12 ／ 227 93 ／ 343 17 ／ 141 43 ／ 177

うち市・区の作成率
40.0 ％ 14.3 ％ 41.2 ％ 26.7 ％ 38.1 ％

14 ／ 35 11 ／ 77 89 ／ 216 16 ／ 60 40 ／ 105

近畿 中国 四国 九州 沖縄

作成数 80 22 6 18 2

作成率
40.4 ％ 20.6 ％ 6.3 ％ 7.7 ％ 4.9 ％

80 ／ 198 22 ／ 107 6 ／ 95 18 ／ 233 2 ／ 41

うち市・区の作成率
63.1 ％ 37.0 ％ 15.8 ％ 15.7 ％ 18.2 ％

70 ／ 111 20 ／ 54 6 ／ 38 17 ／ 108 2 ／ 11

作成数 作成率 うち市・区の
作成率

全国 309 17.7 ％ 35.0 ％
309 ／ 1741 285 ／ 815

※赤塗り箇所：
全国平均以上

※青塗り箇所：
全国平均以下

※赤字：R2.3月末
からの変更箇所

（参考）
整備目標450市町村を
市・区で達成するためには
、作成率を55%超にする
必要がある。
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バリアフリー法に基づく基本方針における
次期目標について（最終とりまとめ）

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 41



現行の基本方針におけるバリアフリー化の目標は令和２年度までの期限となっていることから、 「バリアフリー法及び
関連施策のあり方に関する検討会」において、学識経験者、高齢者・障害者等団体、事業者団体の方々から専門的・
具体的なご意見をいただきながら、新型コロナウイルス感染症による影響等の状況も踏まえ、次期目標をとりまとめ。

（第８回検討会：令和元年11月15日、第９回検討会：令和２年１月16日、第10回検討会：令和２年６月17日、第11回検討会：令和２年11月18日）

背景

次期目標の設定に向けた見直しの視点

バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について（最終とりまとめ）（概要）

・現行目標においては、施設等の種別ごとにバリアフリー化の目標を設定し、国、地方公共団体、施設設置管理者等が
連携してバリアフリー化に取り組み、一定程度の進捗がみられるが、引き続きバリアフリー化を進める必要がある。

・次期目標については、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進していく観点から、以下の点に留意。

各施設等について地方部を含めたバリアフリー化の一層の推進
（平均利用者数（※１）が2,000人以上3,000人未満/日であって基本構想に位置付けられた旅客施設等に関する目標を追加）

聴覚障害及び知的・精神・発達障害に係るバリアフリーの進捗状況の見える化
（旅客施設のバリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運行情報提供設備、案内用図記号による標識等）を明確に位置付け）

マスタープラン・基本構想の作成による面的なバリアフリーのまちづくりの一層の推進

移動等円滑化に関する国民の理解と協力、いわゆる「心のバリアフリー」（※２）の推進

目標期間
・現行目標期間：平成23年度（2011年度）から令和２年度（2020年度）までの10年間

・次期目標期間：社会資本整備重点計画等の計画期間、バリアフリー法に基づく基本構想等の評価期間、新型コロナウイ
ルス感染症による影響への対応等を踏まえ、時代の変化により早く対応するため、おおむね５年間（※３）

※1：新型コロナウイルス感染症のような特殊な外的要因により、年度によっては前年度に比べ著しく増減する可能性があることから、適切に補正した結果（例えば、過去３年度における平均値を用いる）も考
慮したうえで、取組む

※３：新型コロナウイルス感染症による更なる影響、新技術の開発など予見し難い状況の変化が生じた場合には、次期目標期間内であっても、
必要に応じて目標の見直しに努める

※２：「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成29年２月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定）において、「心のバリアフリー」を体現するためのポイントとして、「障害のある人への社会的障壁を
取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること」、「障害のある人（及びその家族）への差別（不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供）を行わないよう徹底すること。」
及び「自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。」が挙げられている
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2019年度末

（最終とりまとめ時速報値）
2025年度末までの目標

鉄軌道

鉄 軌 道 駅

(※1)

段差の解消 92％ 〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運行情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○3,000人以上/日の施設及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた2,000人以上/日の施設を原則100％

○この場合、地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りバリアフリー化

※高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じないよう、大規模な鉄軌道駅については、当該駅及び周辺施設の状況や当該

駅の利用状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を進める

※駅施設・車両の構造等に応じて、十分に列車の走行の安全確保が図れることを確認しつつ、可能な限りプラットホームと車両乗降

口の段差・隙間の縮小を進める

視覚障害者誘導用ブ
ロック

95％

案内設備 (※2) 74％

障害者用トイレ(※3) 89％

ホ ー ム ド ア ・ 可 動 式

ホーム柵
858駅

〇駅やホームの構造・利用実態、駅周辺エリアの状況などを勘案し、優先度が高いホームでの整備を加速化することを目指し、全体

で3,000番線

〇うち、10万人/日以上の駅は800番線

鉄軌道車両 (※4) 75％

〇約70％

※令和２年４月に施行された新たなバリアフリー基準（鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを１列車につき２箇所以上とすること等を

義務付け）への適合状況（50％程度と想定）を踏まえて設定

※新幹線車両について、車椅子用フリースペースの整備を可能な限り速やかに進める

バス

バ ス タ ー ミ

ナル(※1)

段差の解消 95％
バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運行情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○3,000人以上/日の施設及び基本構想の生活関連施設に位置付けられた2,000人以上/日の施設を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

視覚障害者誘導用ブ
ロック

98％

案内設備 (※2) 76％

障害者用トイレ(※3) 84％

乗合バス

車両 (※4)

ノンステップバス 61％ 約80％

リフト付きバス等

（適用除外車両）
5％

○約25％をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可能な限りバリアフリー化

○１日当たりの平均的な利用者数が2,000人以上の航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設（指定空港）へのバス路線

を運行する乗合バス車両における適用除外の認定基準を見直すとともに、指定空港へアクセスするバス路線の運行系統の総数

の約50％について、バリアフリー化した車両を含む運行とする

貸切バス車両 (※4) 1,081台
約2,100台のノンステップバス、リフト付きバス又はスロープ付きバスを導入する等、高齢者、障害者等の利用の実態を踏まえて、可

能な限りバリアフリー化

タクシー 福祉タクシー車両 (※4) 37,064台
○約90,000台

○各都道府県における総車両数の約25％について、ユニバーサルデザインタクシーとする

船舶

旅客船ター

ミナル(※1)

段差の解消 100％
〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運航情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○2,000人以上/日の施設を原則100％

○離島との間の航路等に利用する公共旅客船ターミナルについて地域の実情を踏まえて順次バリアフリー化

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

視覚障害者誘導用ブ
ロック

100％

案内設備 (※2） 54％

障害者用トイレ(※3) 100％

旅客船（旅客不定期航路事業の用

に供する船舶を含む。） (※4)
48％

○約60％

○2,000人以上/日のターミナルに就航する船舶は、構造等の制約条件を踏まえて可能な限りバリアフリー化

○その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化

バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について（最終とりまとめ）（概要）

※1 1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。

※2 文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備、標識、案内板等。

※3 便所を設置している旅客施設が対象。

※4 車両等におけるバリアフリー化の内容として、段差の解消、運行情報提供設備（車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字等
により表示するための設備及び音声により提供するための設備。福祉タクシーにあっては、音等による情報提供設備及び文字による
意思疎通を図るための設備）の設置等が含まれる旨を明記。

（赤字下線：現行目標からの追加・変更）

※5  高齢者、障害者等については、乳幼児連れも含む。
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2019年度末

（最終とりまとめ時速報値）

2025年度末までの目標

航空

航 空 旅 客

タ ー ミ ナ ル

(※１)

段差の解消 87％
〇バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運航情報提供設備、案内用図記号による標識等）の設置を追加

○2,000人以上/日の施設を原則100％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

視覚障害者誘導用
ブロック

95％

案内設備 (※2) 95％

障害者用トイレ(※3) 97％

航空機 (※4) 99％ 原則100％

道路
重点整備地区内の主要な生活関

連経路を構成する道路
63％ (※5,※6) 約70％

都市公園

園路及び広場 57％（※6)
〇規模の大きい概ね2ha以上の都市公園を約70％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

駐車場 48％（※6)
〇規模の大きい概ね2ha以上の都市公園を約60％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

便所 36％（※6)
○規模の大きい概ね2ha以上の都市公園を約70％

○その他、地域の実情にかんがみ、利用実態等をふまえて可能な限りバリアフリー化

路外駐車場 特定路外駐車場 65％（※6) 約75％

建築物
2,000㎡以上の特別特定建築物

（※7)のストック
61％

〇床面積の合計が2,000m2以上の特別特定建築物を約67％

〇床面積の合計が2,000m2未満の特別特定建築物等についても、地方公共団体における条例整備の働きかけ、ガイドラインの作

成及び周知により、バリアフリー化を促進

※公立小学校等については、文部科学省において目標を定め、障害者対応型便所やスロープ、エレベータ―の設置等のバリアフ

リー化を実施する

信号機等

主要な生活関連経路を構成する道

路に設置されている信号機等
99％ 主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等は原則100％

音響機能付加信号機 ―
主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要な部分に設置されている信号機については原則
100％

エスコートゾーン ―
主要な生活関連経路を構成する道路のうち、道路又は交通の状況に応じ必要な部分に設置されている道路標示については原則
100％

基本構想等

移動等円滑化促進方針の作成 ８自治体 (※8) 約350自治体 （全市町村(約1,740）の約２割）

移動等円滑化基本構想の作成 304自治体 (※9) 約450自治体 （2,000人以上/日の鉄軌道駅及びバスターミナルが存在する市町村（約730）の約６割に相当）

「心のバリアフリー」 ―

〇移動等円滑化に関する国民の理解と協力を得ることが当たり前の社会となるような環境を整備する

〇「心のバリアフリー」の用語の認知度を約50％ （現状：約24％ (※10)）

○高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合を原則100% （現状：約80％（※11））

※8 2020年６月末の数値。

※7 公立小学校等（小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校（前期課程に係るものに限る。）
で公立のもの）は除く。

バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について（最終とりまとめ）（概要）

※1 1日当たりの平均的な利用者数が3,000人以上のものが対象。

※2 文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備、標識、案内板等。

※3 便所を設置している旅客施設が対象。

※4 車両等におけるバリアフリー化の内容として、段差の解消、運行情報提供設備（車両等の運行（運航を含む。）
に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備。福祉タクシーにあって
は、音等による情報提供設備及び文字による意思疎通を図るための設備）の設置等が含まれる旨を明記。 ※10 2020年６月に国土交通省が実施した「心のバリアフリーに関するアンケート調査」による。

※5 重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路約4,450kmが対象。

※9 2020年３月末の数値。

※11 2020年６月に国土交通省が実施した「心のバリアフリーに関するアンケート調査」による。

（赤字下線：現行目標からの追加・変更）

※6 2019年度末の数値は集計中であるため2018年度末の数値。

※12   高齢者、障害者等については、乳幼児連れも含む。
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平均利用者数が3,000人以上/日の旅客施設を原則として全てバリアフリー化

これ以外の旅客施設についても、高齢者、障害者等の利用実態等の地域の実情を踏まえ、可能な限りバリアフリー化

旅客施設 （鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル）

バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について（最終とりまとめ）（概要）

現行

＜旅客施設（3,000人以上/日）のバリアフリー化率（※１）＞

・鉄軌道駅（約3,600駅） ： ９２％ ・バスターミナル（約50施設） ： ９５％

・旅客船ターミナル（約15施設） ： １００％ ・航空旅客ターミナル（約40施設） ： ８７％

※1：2019年度末の段差解消の数値（速報値）

＜旅客施設全般＞

バリアフリー指標として、案内設備（文字等及び音声による運行情報提供設備、
案内図記号による標識等）の設置を追加

これ以外の旅客施設についても、高齢者、障害者等の利用実態等の地域の実情を踏まえ、可能な限りバリアフリー化

＜鉄軌道駅・バスターミナル＞

平均利用者数が3,000人以上/日の施設と2,000人以上3,000人未満/日で基本構想の生活関連施設に位置付けられ
た施設を原則として全てバリアフリー化

＜旅客船ターミナル・航空旅客ターミナル＞

平均利用者数が2,000人以上/日の施設を原則として全てバリアフリー化

目標

＜旅客施設（3,000人以上/日）の案内設備のバリアフリー化率（※２）＞

・鉄軌道駅（約3,600駅） ： ７４％ ・バスターミナル（約50施設） ： ７６％
・旅客船ターミナル（約15施設） ： ５4％ ・航空旅客ターミナル（約40施設） ： ９５％

※２：2019年度末の数値(速報値）

＜標識
（ピクトグラム＞

＜運行情報
提供設備＞
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＜ホームドア・可動式ホーム柵＞

車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案し
た上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進

※交通政策基本計画において2020年度までに約800駅の整備を行う

ホームドア等の設置状況（※１） ： ８５８駅

鉄軌道駅 （平均利用者数に係る目標以外）

バリアフリー法に基づく基本方針における次期目標について（最終とりまとめ）（概要）

現行 ※1：2019年度末の数値（速報値）

＜ホームドア・可動式ホーム柵＞

駅やホームの構造・利用実態、駅周辺エリアの状況などを勘案し、優先度が高いホームでの整備を加速化することを
目指し、鉄軌道駅全体で3,000番線、うち平均利用者数が10万人以上/日の駅で800番線を整備する

＜ホームドア等の整備状況(※２）＞
・鉄軌道駅全体の総番線数 ： 19,951番線、総駅数 ： 9,465駅

（うち10万人/日以上駅 総番線数 ：1,275番線、総駅数 ： 285駅）

・鉄軌道駅全体の整備済総番線数 ： 1,953番線、整備済総駅数 ： 858駅
（うち10万人/日以上駅 整備済番線数 ： 447番線、整備済駅数 ： 154駅）

＜その他（新設）＞

高齢者、障害者等に迂回による過度の負担が生じないよう、大規模な鉄軌道駅については、当該駅及び周辺施設の
状況や当該駅の利用状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールートの複数化を進める

駅施設・車両の構造等に応じて、十分に列車の走行の安全確保が図れることを確認しつつ、可能な限りプラットホー
ムと車両乗降口の段差・隙間の縮小を進める

目標 ※２：2019年度末の数値（速報値）

※ホームドア・可動式ホーム柵の整備実績は、整備済番線数とともに、整備済駅数についても公表予定。46



公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標
（文部科学省）
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公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標

対象 令和2年度
（現状） 令和７年度末までの目標

車椅子使用者用
トイレ

校舎 65.2% 避難所に指定されている全ての学校に整備する
※令和２年度調査時点で総学校数の約95％に相当屋内運動場 36.9%

スロープ
等による
段差解消

門から建物の前
まで

校舎 78.5%

全ての学校に整備する※1
屋内運動場 74.4%

昇降口・玄関等
から教室等まで

校舎 57.3%

屋内運動場 57.0%

エレベーター
1階建ての建物のみ
保有する学校を含む

校舎 27.1% 要配慮児童生徒等※2が在籍する全ての学校に整備する
※令和２年度調査時点で総学校数の約40％に相当

屋内運動場 65.9% 要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校に整備する
※令和２年度調査時点で総学校数の約75％に相当

※１ 小修繕や既製品による対応を含む。
※２ 円滑な移動等に配慮が必要な児童生徒や教職員等を指す。

令和２年12月25日
文 部 科 学 省

○ バリアフリー法に基づく基本方針における目標期間となる令和３年度から令和７年度末までの
５年間に緊急かつ集中的に整備を行うため、以下のとおり国の整備目標を設定した。

・以下の視点を踏まえ、緊急かつ集中的にバリアフリー化を図る。
・学校における円滑な移動等に配慮が必要な児童生徒等や教職員の在籍状況
・災害時における避難所の指定状況

（整備目標設定の考え方）

（具体的な整備目標）
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ハード・ソフト取組計画の作成状況

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料３

1



公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進

○エレベーターやホームドアの整備等、既存の施設を含む更なるハード対策、旅客支援等の
ソフト対策を一体的に推進する必要

ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策のメニュー
を国土交通大臣が新たに作成
一定規模以上の事業者※１が、ハード・ソフト取組計画※２の作成・取組状
況の報告・公表を行う

※１ ①平均利用者数が3000人以上／日である旅客施設を設置・管理する事業者
②輸送人員が100万人以上／年である事業者 等

※２ 計画に盛り込むべき項目：施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制

【施設整備】 【旅客支援】 【情報提供】 【教育訓練】
2



ハード・ソフト一体となった取組 （ハード・ソフト計画制度）

移動等円滑化の状況が判断基準に照らして
著しく不十分であると認めるとき

国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、指導及び助言

公共交通事業者等が、毎年度、定期報告
Ⅰ 前年度の公共交通移動等円滑化計画の実施状況

(1) 移動等円滑化に関する措置の実施状況
(2) 移動等円滑化するために(1)と相まって取り組む措置の

実施状況
Ⅱ 旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況

公共交通事業者等が、毎年度、公表

国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告
（※旅客施設及び車両等に係る技術水準等の事情を勘案）

国土交通大臣が、公表

公共交通事業者等が、毎年度、計画作成
Ⅰ 課題及び今後の対応方針
Ⅱ 移動等円滑化に関する措置
Ⅲ 移動等円滑化するためにⅡと相まって取り組む措置
Ⅳ 前年度計画書との比較
Ⅴ その他計画に関連する事項

ハード・ソフト計画制度

勧告に従わなかったとき

必要があると認めるとき

※輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する者のみ

・施設・車両等の施設整備 ・乗降についての介助、旅客施設における誘導等の旅客支援
・適切な情報の提供 ・職員等に対する教育訓練

・公共交通事業者等が上記の目標を達成するために整備するべき推進体制等を定めること 等

公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、以下についてメニューを定めて公表

事業者が取り組むべき措置の
具体的な内容

達成すべき目標

計画的に取り組むべき措置

3



ハード・ソフト取組計画 移動等円滑化取組計画書の作成状況

令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等（利用者の約９割をカバー）にあっては、バリアフリ
ー法に基づき、毎年度ハード・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また
当該計画書を公表することが義務づけられています。

※対象事業者の公表先を一覧でまとめたのでご参考にして下さい。
＜事業者一覧ページ＞
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000211.html

モード別
対象事業者数（全て提出済）
※（ ）は沖縄管内の内数 管内対象事業者

1.鉄道 71(0)
2.軌道 26(1) 沖縄都市モノレール（株）

3.乗合バス 141(2) （株）琉球バス交通、那覇バス（株）

4.バスターミナル 20(0)
5.貸切バス 5(0)
6.タクシー 75(0)
7.旅客船ターミナル 7(1) 石垣市（石垣港離島ターミナル）

8.旅客船 6(0)

9.航空旅客ターミナル 28(3) 那覇空港ビルディング（株）、宮古空港ターミナル（株）、
石垣空港ターミナル（株）

10.航空機 11
合計 390(7)

■令和２年度 モード別対象事業者数及び沖縄ブロックの対象事業者

4



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ハード・ソフト取組計画について

5



ハード・ソフト取組計画関係告示の一部改正について（令和３年４月施行）

○「公共交通事業者等の判断の基準」の一部改正
（ハード・ソフト取組計画の記載事項の追加）

【ソフト基準関係】

・ハード基準に適合した旅客施設及び車両等について、その機能を適切に維持する。
・施設及び設備等を適切に使用すること等により、移動等円滑化のために必要な役務を可能な限り提供する。
・施設及び設備等を適切に使用して役務を提供できるよう、継続的な教育訓練を行う。
【高齢者障害者等用施設等の適正利用関係】
・利用者に対し適正な利用を促すために必要な広報啓発活動を可能な限り実施する。

「一 公共交通事業者等が達成すべき目標」の追加

【ソフト基準関係】

・ハード基準に適合した旅客施設及び車両等について、設置時と同等の機能を維持するため、定期的な点検等の必要な措置
を講ずる。
・新設旅客施設等に加え、既存の旅客施設等についてもソフト基準の遵守に努める。
・ソフト基準遵守のため、マニュアルの作成、教育訓練の実施、体制の確保等の措置に努める。
【高齢者障害者等用施設等の適正利用関係】

・適正利用の促進のため、啓発キャンペーンへの参加（ポスター掲示等）、放送等を通じた利用者への周知、職員への周知、
一般利用者への声かけ等の措置に努める。

「二 移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置」の追加

【協議応諾義務関係】

・他の公共交通事業者等から協議を求められた際は、誠実に対応し、建設的な議論を行うことが望ましい。

「三 目標を達成するために併せて講ずべき措置」の追加

6



第一号様式（ハード・ソフト取組計画書関係）
第二号～第十三号様式（ハード・ソフト取組報告書関係）

○ハード・ソフト取組計画様式の改正

・下記を記載事項に追加。
○旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準を遵守
するために必要な措置 （ソフト基準関係）
○高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての旅客施設及び
車両等の利用者に対する広報・啓発活動

（高齢者障害者等用施設等の適正利用関係）

第十一号・第二十三号様式（旅客船ターミナル関係）

移動等円滑化の達成状況の欄について、「案内設備の設置の有無」に関する記入欄を追加
（整備目標の追加に対応）

ハード・ソフト取組計画関係告示の一部改正について（令和３年４月施行）

令和3年度取組計画書・令和2年度報告書等の取扱いについて

・令和3年度移動等円滑化取組計画書及び令和2年度移動等円滑化取組報告書、令和2年度移動等円滑化実績等報
告書においては、新様式にて提出すること。（令和3年6月末提出〆切）

・既に提出、公表されている令和2年度移動等円滑化取組計画書については、新様式への修正、更新は不要。

・令和2年度移動等円滑化取組報告書に新たに追加されるⅠ(1)②（ソフト基準関係）、⑥（高齢者障害者等用施設
等の適正利用関係）については、根拠となる改正条文が令和3年4月1日施行のため、未記載でもかまわない。

全ての様式

新たに「公表方法」に関する記入欄を追加
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沖縄総合事務局における取組について

内閣府 沖縄総合事務局 運輸部・開発建設部

資料４
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沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部について

・ 東京オリンピック・パラリンピック大会のレガシーとしての「真の共生社会の実現」を図るとともに、障害
当事者目線に立った施策を展開していくため、本省・地方局にそれぞれユニバーサルデザイン推進本部
を立ち上げ、国・地方が一体となってバリアフリー施策の推進を図る。
・ 沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部は、令和3年5月31日にオンラインで第1回を開催した。

日時 令和3年5月31日（月）15:00～15:45

議事

１．地方ブロック推進本部について

２．設置規約について

３．沖縄ブロック推進本部の
進め方について

４．沖縄事務局におけるバリ
アフリー施策の取組について

５．その他

≪沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部 第１回本部会議概要≫

【オンライン会議の様子】

○地方ブロック一体となったマスタープラン・バリアフリー基本構想の策定促進

○バリアフリー教室等の共同開催など心のバリアフリーの推進

○共生社会ホストタウン市町村への主導的な支援 等

地方ブロック推進本部における施策

○本省各局・地方局の取組状況の情報共有

○共生社会ホストタウンの取組に関する地方本部と連
携した支援

本省推進本部における施策

沖縄ブロックユニバーサルデザイン推進本部

（本部員）
（沖縄総合事務局開発建設部）

○建設行政課長
○営繕課長
○建設産業・地方整備課長
○河川課長
○道路管理課長
○道路建設課長
○港湾空港防災・危機管理課長

（大阪航空局那覇空港事務所）

○広域空港管理官

（沖縄総合事務局運輸部）

○企画室長
○陸上交通課長
○車両安全課長
○海事振興調整官
○首席海事技術専門官

（大阪航空局）
○空港部 管理課長
○総務部 航空振興課長

（副本部長）

沖縄総合事務局
開発建設部技術企画官

（本部長）

沖縄総合事務局
運輸部長

2



ユニバーサルデザイン推進本部（地方ブロックの主要議題）

バリアフリー法改正や新たなバリアフリー整備目標策定を踏まえ、地方部のバリアフリー整備の加速化や基本構想等の
策定促進等を図るため、本省・地方に「ユニバーサルデザイン推進本部」を設置し、推進体制を強化

１．基本的考え方

（１）マスタープラン・基本構想の策定促進

○ 地方本部の一丁目一番地は、マスタープラン・基本構想の策定促進 ――― バリアフリー目標の達成の鍵は、本
部のプロモート活動の積極的実施

○ 本部員が日頃から付き合いのある自治体とのつながりをフルに活用したり、市町村の実情に詳しい都道府県担当者
を巻き込むことにより、本部員が緊密に連携して働きかけを実施

（２）バリアフリー教室等の共同開催

○ 整備局や市町村と共同してバリアフリー教室を開催する等、心のバリアフリーを本部のテーマとして取り上げ

（３）共生社会ホストタウンに対する主導的な支援

○ オリパラ大会のレガシーは「真の共生社会の実現」―― 国交省は大会終了後も共生社会ＨＴの取組を主導的に
支援。共生社会ＨＴにおける基本構想等の策定や心のバリアフリーの取組を継続的にフォロー。

（４）その他

○ 地方本部の本旨は、会議の開催そのものではなく、推進体制を構築すること
○ 今後のバリアフリーのキーワードは、「当事者参画」 ―― 地方本部で問題意識を共有し、当事者参画の取組に

ついて本部で検討

２．地方ブロックユニバーサルデザイン推進本部で取り扱う議題
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バリアフリープロモーター活動

プロモーター活動実績
22年度：那覇市 28年度：那覇市、豊見城市、宮古島市（市主催の意見交換に参画）
23年度：石垣市、宮古島市、与那原町 29年度：南城市、石垣市、那覇市（市主催の意見交換にオブザーバー参加）
24年度：沖縄市、豊見城市 30年度：浦添市
25年度：宜野湾市、浦添市 R1年度：那覇市 （バリアフリー基本構想セミナーを那覇市と共催）
26年度：那覇市、糸満市、南城市 R2年度：全市町村対象（本省主催の説明会）、浦添市
27年度：那覇市、石垣市、本部町 R3年度：沖縄市（R3.4.14）、浦添市（R3.4.27）

沖縄管内プロモーター

・NPO法人エンパワメント沖縄
理事長 髙嶺 豊

・NPO法人バリアフリーネットワーク会議
代表者 親川 修

・NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会
理事長 仲根 建作

• 運輸部企画室と開発建設部建設行政課、有識者や県外自治体（先進事例）からなるバリアフリープロ
モーターを県内市町村に派遣し、バリアフリー法の説明や、マスタープラン・基本構想作成の流れ、

• メリット等を説明し、マスタープラン・基本構想作成を促進している。

【沖縄市でのプロモート活動の様子】 【浦添市でのプロモート活動の様子】

状況に応じてプロモーターを派遣

4



令和３年度の地方自治体へのプロモート活動

・ 目標達成に向けて、今年度の地方自治体へのプロモート活動件数を７件とする。
・ ４１市町村中、 １１市しかなく、離島が多く、旅客施設のある市町村が少ない中、地方自治体の方向性
を示せるマスタープランを、目標に関係なくより強く、広く働きかける。また、旅客施設のある市町村に
ついては、基本構想が策定されるよう重点的に働きかける。

・沖縄市
→ マスタープラン策定意向あり。

・浦添市
→ 新たな整備目標2,000人/日以上に該当する旅客施設（てだこ浦西駅）を有するため、
マスタープラン及び基本構想策定の働きかけを行った。

・宮古島市
→ 基本構想策定から時間が経ち、基本構想の見直し及びマスタープラン策定を促すため。

・名護市
→ １１市のうち、いままでプロモート活動を行っていないため。

・うるま市
→ １１市のうち、いままでプロモート活動を行っていないため。

・石垣市
→ 未策定であり、3,000人/日以上に該当する旅客施設（新石垣空港国内線旅客ターミナル、
石垣港離島ターミナル）を有するため、マスタープラン及び基本構想策定の働きかけを行う。

・竹富町
→ 新たな整備目標2,000人/日以上に該当する旅客施設（竹富東港）を有するため、マスター
プラン及び基本構想策定の働きかけを行う。

※ その他様々な会議の場を活用しながら、バリアフリーについて各市町村に幅広にプロモートしていく 5



移動等円滑化促進方針（マスタープラン）とは

• マスタープランの位置づけ、マスタープラン作成の背景、移動等円滑化促進地区の特性、マスタープランの計画期間等を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設、生活関連経

路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経

路に関するバリアフリー化の促
進に関する事項を記載。

●移動等円滑化の促進に関する事項
• 移動等円滑化促進地区における

バリアフリー化の促進に関する事項
を記載。

• 旅客施設、道路の新設等の際に届け出る事項を記載。 • 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 移動等円滑化促進地区の位置、地区の範囲、

地区の境界設定の考え方を記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

◎ 移動等円滑化促進地区

◎ 行為の届出に関する事項 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等※が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリア
フリー化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

●移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動
等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項
• 住民その他の関係者における障害の理解や協力の必要性・重要性を記載。
• 住民その他の関係者が取り組むべき「心のバリアフリー」に関する取組を記載。

［R2.6.19追加］

※高齢者、障害者等：高齢者、全ての障害者（身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者
を含む。）及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれる。

6



移動等円滑化促進方針（マスタープラン）作成のメリット

○ 事業に関する調整の容易化

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化
• マスタープランにバリアフリーマップの作成等について明記し

た場合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等
を報告させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

• 市町村が目指すバリアフリー化の方向性を示すことにより、
複数の関係者間で認識が共有され、事業者に事業化
に向けた準備期間を設けることができる。

• 後述の届出制度を通じて事業者との調整が可能となる
など、段階的な施設のバリアフリー整備が可能となる。

○ 道路や公園等のバリアフリー化に対する交付金の重点配分
• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等において

歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイン化を図る場合、
マスタープランに位置づけられた地区は、社会資本整備総合交付金
等の重点配分の対象となる。

バリアフリーマップの作成例（高槻市）

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容 エレベーターの有無／障害者対応のトイレ
や駐車施設の有無・数 等

以下の施設の管理者等に求めることができる

○ 当事者のまちづくりへの参加
• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置に

より、当事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが
可能となる。

○ 届出制度による交通結節点における施設間連携の推進
• 旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、事前に改

修工事の内容等を市町村に届け出てもらうことが可能となり、連続
したバリアフリー化が確保されるよう改修内容を変更する等の要請を
行うことができるなど、施設間の連携を図ることができる。

届出対象範囲
●生活関連施設である旅客施設：
・他の生活関連旅客施設
・生活関連経路を構成する道
路法による道路又は市町村
が指定する一般交通用施設

●生活関連経路である道路：
・生活関連旅客施設
・市町村が指定する生活関連
経路を構成する一般交通用
施設

届

出

工
事
着
手

計
画
の
変
更

必
要
な
措
置

の
要
請

支障なし

支障あり

届出の流れ 工事着手の30日前まで

改
修
等
の
計
画

以下の施設間の出入口部分が対象

7



バリアフリー基本構想とは

●重点整備地区の位置・区域
• 重点整備地区の位置、地区の範囲、地区の境界設定の考え方を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設（３以上）、生活関連経路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化に関する事項を記載。

●移動等円滑化のために必要な
事項
• 重点整備地区におけるバリア

フリー化に関する事項を記載。
✡市街地開発事業との調整
✡駐輪施設の整備等の市街地改善
✡交通手段の充実
✡ソフト施策 等

●実施すべき特定事業に関する事項

• 事業内容
• 事業者
• 事業実施時期
等を記載。

• 対象施設
• 整備内容

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー
化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

◎ 重点整備地区

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、公共交通機関、道路、路外駐車場、
都市公園、建築物等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するために、市町村が作成する具体的な事業を位置づけた計画。
基本構想の作成を通じて施設管理者相互の連携・調整を行い、移動の連続性の観点から面的・一体的なバリアフリー化が可能となる。

• 基本構想の位置づけ、作成の背景、重点整備地区の特性、
計画期間等を記載。

• 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を
記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

［R2.6.19「教育啓発特定事業」追加］
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バリアフリー基本構想作成のメリット

○当事者のまちづくりへの参加

○ 公共施設等適正管理推進事業債
（ユニバーサルデザイン事業） の活用

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化

○ 公共交通特定事業計画に係る地方債の特例
• 旅客施設におけるバリアフリー整備を公共交通特定事業

に位置づけ、国庫補助金の交付対象となる場合に限り、
当該事業に助成を行う場合に、地方財政法第５条の規
定によらず、地方債の対象経費とすることができる。

• 基本構想に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業等につい
ては、一定の要件のもと、公共施設等適正管理推進事業債に
おけるユニバーサルデザイン事業の対象となる。（充当率：90％、
交付税措置率：30％（財政力に応じて最大50％まで引上げ））

○ バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業やその他の公共
施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

＜バリアフリー改修の例＞
･･･車いす使用者用トイレ等の整備、出入口の段差解消、

エレベーターの整備、視覚障害者用ブロックの整備 等
＜その他のユニバーサルデザイン改修の例＞
･･･授乳室や託児室の整備、多言語による案内を行うための

施設の整備、観光施設等における洋式トイレの整備 等

対象事業

デジタルサイネージの整備
事業費：数十万円～数百万円（１台）

多目的トイレの整備
事業費：４００万円程度

【事業イメージ】

出入口の段差解消
事業費：３０万円程度

• 基本構想にバリアフリーマップの作成等について明記した場
合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等を報告
させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

（総務省作成資料より）

○ 道路、公園等及び鉄道駅のバリアフリー化
事業に対する交付金・補助金の重点配分

• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等
において歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイ
ン化を図る場合、基本構想に位置づけられた地区は、社
会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となる。

• 鉄道駅のバリアフリー化の整備に関する補助制度について、
基本構想に位置づけられた鉄道駅の事業は、補助金の重
点配分の対象となる。

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容
エレベーターの有無、
障害者用のトイレや駐車施設の有無・数 等

○ 既存施設も含めたバリアフリー整備の推進
• 特定事業を設定することにより、既存施設もバリアフリー整備の義

務化の対象となり、バリアフリー化を推進することが可能となる。

• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置により、当
事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが可能となる。

9



バリアフリー教室

・ 沖縄総合事務局では、高齢者、視覚障がい者、身体障がい者の疑似体験や介助体験などを通じてバ
リアフリーについての理解を深めてもらうとともに、ボランティアに関する意識を醸成し、誰もが高齢者、視
覚障がい者等に対し「お手伝いしましょう」とごく自然に声をかけてサポートできる「心のバリアフリー」を目
指し、平成１３年度以降バリアフリー教室を開催。

車いす体験

高齢者疑似体験

アイマスク体験

年度 対象者 体験場所 体験種類

H25 多良間村立多良間小学校３・４年生 フェリーたらまゆう 視覚・肢体・高齢者

H25 那覇市立石嶺小学校４年生 沖縄県福祉センター 視覚・肢体・高齢者

H26 なはモビリティウィークイベント参加者 国際通り松尾バス停 視覚・肢体・高齢者

H26 なはモビリティウィークイベント参加者 さいおんスクエア 視覚・肢体・高齢者

H27 宮古島市内の小学生4～6年生等 カママ嶺公園 視覚・肢体・高齢者

H27 なはモビリティウィークイベント参加者 てんぷす館 視覚・肢体・高齢者

H28 なはモビリティウィークイベント参加者 てんぷす館 視覚・肢体・高齢者

H29 商業施設関係者、宮古総合実業高等学校 沖縄県宮古事務所 視覚・肢体・高齢者

H30 渡嘉敷村立渡嘉敷小中学校3～6年生 フェリーとかしき 視覚・肢体・高齢者

R1 那覇バスターミナルに乗り入れるバス事業者
の運転者・職員及び障がい者等

那覇バスターミナル
視覚・肢体・高齢者・

移動検証

R2 一般旅客定期航路事業者の職員等 フェリー海邦 視覚・肢体・高齢者

【過去のバリアフリー教室開催一覧】

座学

【体験の種類】 10



バリアフリー教室の開催 （令和２年度）

・ 久米商船(株)の新造船「フェリー海邦」において１１月１６日に実施。

ＮＰＯ

参加者 一般旅客定期航路事業者の職員等（１２名）

内容

バリアフリー教室

１．座学
一般旅客定期航路事業者の職員等を対象と
した接遇等に係る講義を実施

２．実体験
車いす、アイマスク、高齢者疑似体験

≪概要≫

【フェリー海邦でのバリフリ教室の様子】

【フェリー海邦】
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バリアフリー教室の開催 （令和３年度）

・ マスタープラン策定を後押しするため、沖縄市役所において、沖縄市循環バスを活用したバリアフリー
教室を７月２９日に開催予定だったが、緊急事態宣言延長につき延期。

・ インクルーシブ教育を推進するため、市役所職員だけでなく当事者参加を行う。

参加者 沖縄市職員・市役所利用者・当事者等を予定

内容

１．座学
講師：バリアフリープロモーター親川氏（予定）

２．実体験
車いす、アイマスク、高齢者疑似体験

※新型コロナ感染症対策として以下を実施予定
・受付時の体温測定及び健康状態申告書提出
・手指消毒のうえ、マスク着用での受講
・都度、設備や装着器具等のアルコール消毒

≪概要≫

【沖縄市コミュニティバス】

≪参考： 令和元年度 那覇バスターミナルでのバリアフリー教室の様子≫

参加者：バス事業者の職員・障害者

バリアフリー法の一部改正により、公共交通事業者等によるハード・ソフト
一体的な取組の推進等が新たに規定されたことを踏まえて、バス事業者の
職員を対象とした教室を開催。

12



（参考）
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ＵＤタクシー研修会について （令和３年度）

・ 年１回の沖縄分科会に加え、地域の課題等に応じた取組として、ＵＤタクシー研修会を１１月に那覇市
にて開催予定。

ＮＰＯ

参加者 沖縄本島内タクシー事業者・当事者等を予定

内容

１．座学

２．実技
（車いす利用者の協力のもと、乗降体験）

３．意見交換

≪概要≫

≪参考： 令和元年度 宮古島市でのＵＤタクシー講習会≫

参加者：ハイタク協会宮古支部所属の経営者、運行管理者、乗務員20名、
自立生活センターまんた、沖縄トヨタ自動車(株）、宮古島市都市計画課、
沖縄総合事務局

令和元年11月30日にDPI日本会議が実施した全国一斉UDタクシー乗車
運動アンケートにおいて、宮古島市にて乗車拒否が確認されたことを受け、
沖縄総合事務局運輸部及びハイタク協会との共催により講習会を開催 【講習会の様子】 14



沖縄総合事務局開発建設部の役割について

地域のニーズや課題に応じて、河川や道路、港湾・空港、国営公園、官庁施設などの社会資本の整備、維持
管理を行っています。

以下の分野で事業を実施します。

道路
397.69

治水25.45

港湾
147.62

空港
53.87

営繕5.0 公園 38.65
直 轄
（単位：億円）

直轄事業費
668.28億円

［前年度費101.0%］

道路 63.53

港湾
14.84

住宅 90.74

補 助
（単位：億円）

補助事業費
169.11億円

［前年度費160.0%］

道路 港湾河川 営繕 空港公園

(C)DigitalGlobe

沖縄県
人 口 145.9万人
総面積 2,281㎢

社会資本総合整備事業費
（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）

301.49億円［前年度費111.6%］

令和３年度予算 当初予算：1141.78億円［前年度費110.1%］
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国道58号名護市羽地中学校前バス停付近 [R58羽地地区交通安全対策 R２.９完成］

○名護市羽地地区における事故対策や自転車通行空間の整備に併せて、
歩道のバリアフリー化を実施。

＞視覚障害者誘導ブロックを設置し、誘導動線を確保。

＞歩道構造をセミフラット構造とし、歩道面に生じる勾配や乗入れ部等
の段差を小さくすることで、平坦性を確保。

整備前

整備後

整備箇所

視覚障害者誘導ブロック↑ ↑視覚障害者誘導ブロック

北部国道事務所

北部国道事務所

道路のバリアフリー取り組み事例
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道路のバリアフリー取り組み事例

金武バイパスは、金武市街地の交通安全の確保と交通渋滞の緩和、幹線道路としての機能向上
を目的とする道路であり平成31年3月30日に全線2車線開通を行っているが、バリアフリー化に対
応した歩道幅員、勾配を確保した。

一 般 国 道 329 号 金 武 バ イ パ ス

金武バイパス 延長５．６km（２車線）

104

き
ん

き
ん
な
か
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金
武
町
字
金
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中
川

（起)
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ん

き
ん
は
ま
だ
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武
町
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金
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(終)

金武バイパス

那覇市

329

329

【位置図】
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3.5ｍ

①糸満市・西崎付近

道路のバリアフリー取り組み事例 （国道３３１号糸満道路）う ら そ え

糸満道路は沖縄西海岸道路の一部を構成する道路として、国道３３１号の交通渋滞緩和、那覇港・那覇空港への
アクセス向上による物流支援、更には南部地域に点在する観光施設へのアクセス向上による周遊観光を支援し、
南部地域の発展に寄与する道路であり、平成２９年３月４日に全線４車線開通を行っているが、バリアフリー化に対
応した歩道幅員、勾配、視覚障害者誘導ブロックを設置した。

・車いす使用者等の通行に配慮し、歩道斜路の縦断勾配
を5％以下とした。また、視覚障害者誘導用ブロックを適切
に配置。

・安全かつ円滑な交通を確保するため、歩道幅員を3.5ｍとし、

視覚障害者誘導用ブロックを適切に配置。

5%

②糸満市・糸満付近

至

南
城

至

那
覇

平面図

歩道橋

3.0ｍ

断面図

位置図

①

②

5%
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道路のバリアフリー取り組み事例 （国道３２９号南風原バイパス）う ら そ え

一般国道３２９号の南風原町から那覇市間の交通混雑の緩和を図るとともに、那覇空港自動車道、那覇東バイパ
ス、与那原バイパス、都計道真地・久茂地線と一体となった幹線道路網の形成を目的とする道路であり、平成３１
年３月２１日に側道部の開通を行っているが、バリアフリー化に対応した歩道幅員、視覚障害者誘導ブロックを設
置した。

・安全かつ円滑な交通を確保するため、歩道幅員を4.0ｍとし、

視覚障害者誘導用ブロックを適切に配置。

至

与
那
原

至

那
覇

上り線側道部歩道

断面図

4.0ｍ 4.0ｍ

上り線歩道下り線歩道

平面図
下り線側道部歩道

4.0ｍ4.0ｍ

位置図
南風原町宮平上り線 南風原町宮平下り線

南風原バイパス
L=2.8km

起

南
風
原
町
与
那
覇

終

那
覇
市
上
間
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国営公園のバリアフリー取組事例 国営沖縄記念公園（海洋博覧会地区）

○海洋博公園では園内施設等を網羅したバリアフリーマップを作成し、全てのお客様が快適にお過ごしいただけるよう努めている。

優先駐車場の確保

スロープの設置と各施設への送迎

多目的トイレ（写真はオストメイト対応）の設置

ベビーカーと車椅子（電動あり）の貸出

授乳室の設置海洋文化館へ向かうEVの設置

ﾀﾌﾞﾚｯﾄを用いた多言語案内

20



官庁営繕のバリアフリー取組事例

所在地 ：沖縄県石垣市登野城５５－２
構造・規模：鉄筋コンクリート造３階建
建築面積 ： 722㎡
延床面積 ：1,993㎡

案内板
大きくわかりやすい平易な文字、記号、図等で表記し、色彩は
地色と対比効果があるものとした

玄関のエレベーター付近をはじめ、各室前にはピクトサインを
設置

授乳室
乳幼児を連れた利用者等を
考慮し、授乳室を設置

玄関
敷地入口から建物内部に連続し
て視覚障害者用誘導ブロックを
設置

那覇地方裁判所石垣支部・那覇家庭裁判所石垣支部・石垣簡易裁判所

階段
一般利用者階段には２段手す
りを設置

多目的トイレ
１階はオストメイト対応とし、大人も使用可能な折りたたみベット
を設置
2階と3階でトイレ内のレイアウトを変え、左右で身体機能に制限
のある方の対応を考慮

1Ｆ 3Ｆ
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社会資本総合整備事業（社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金）

22



社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の対象事業

23



バリアフリー化の支援制度①（社会資本総合整備事業）
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バリアフリー化の支援制度②（社会資本総合整備事業）
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社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金に関する問合せ先

■社会資本整備総合整備計画の制度全般

内閣府沖縄総合事務局 建設行政課

■バリアフリー支援事業に関する事前の相談等
（都市・地域交通戦略推進事業、バリアフリー環境整備促進事業）

内閣府 沖縄総合事務局 建設産業・地方整備課

■電話番号

内閣府 沖縄総合事務局 ０９８－８６６－００３１
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～全ての人に優しいダイバーシ
ティーアイランドOKINAWAを目指し
たホテルをめざして～

株式会社パームロイヤル
代表取締役総支配人
高倉直久

【移動等円滑化評価会議沖縄分科会】

1
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会社概要

株式会社パームロイヤル

代表者 高倉幸一 高倉直久

【事業内容】

ホテル事業：ホテルパームロイヤルNAHA国際通り

１７０室

太陽光発電所事業：メガソーラー発電所 １６５０KW

駐車場事業：駐車場の管理運営

2



社名・役職

株式会社パームロイヤル

代表取締役総支配人施設名：ホテルパームロイヤルＮＡＨA

高倉直久（たかくらなおひさ）昭和５４年１１月２５日 ４０歳

★経歴または会社概要★

沖縄県立首里高等学校卒業、亜細亜大学卒業 UCLA extension

★社外公務団体★ ２０１９年度

（一財）沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾜｰｷﾝｸ（LGBT対応含む） 委員会 委員長

（一社）沖縄県ホテル協会 観光人材育成委員会 委員長兼 理事

（一社）沖縄観光の未来を考える会 副会長

沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理 事

（一社）ピンクドット沖縄 理事長

（一社）外国人・日系人サポートセンター 理 事

在那覇クロアチア名誉領事館 事務局長

（一社）アレルギー対応サポートデスク 理 事

（一社）宿泊施設関連協会 沖縄支部 副支部長

国際通り通り会連合会 ホテル部会 副部会長

3



バリアフリー化推進に力を入れ
るようになったきっかけ

• ２０１３年にゲイを公表している知人より紹介をうけ、
LGBTのイベントが向かいの広場にてLGBTの啓発活動
に協賛したことがきっかで心のバリアフリーを推進して
いくことになった。

２０１４年

• ホテル旅館として全国初であるLGBTフレンドリー宣言
をおこない館内外にレインボーフラッグ

を設置。来館するお客様へ周知活動を開始

4



バリアフリー化推進に関わる施策
①

２０１６年 九州・沖縄地区
初のLGBTの方々に配慮したジェン
ダーフリートイレを設置
元々ハンディキャップ専用のトイレ
をLGBTの方にも使用しやすいよう
に改修。

ピクトグラムにも男性・女性で分け
ない抽象的なデザインを当事者で
あるデザイナーに依頼をし抽象的
なピクトグラムを設置した。

九州・沖縄初のジェンダーフリートイレ
の設置

5



バリアフリー化推進に関わる施策②－１

ハネムーンでご来館されるお客様にお部屋のアップグレード
をホテル側からのサプライズプレゼントでサービスを展開して
いたが、同性パートナーにも適用したハネムーンサービスを
拡充した。

那覇市が２０１６年７月より同性パートナーシップ登録制度を
開始し、市の施策を後押しする心のバリアフリーに貢献した。

同性パートナーハネムーンプランの実施
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バリアフリー化推進に関わる施策②－２

沖縄最大のLGBT啓蒙イベント

一般社団法人ピンクドット沖縄主催による
メインイベントに合わせて同性パートナー登
録制度第１号のカップルにパームロイヤル
のプレジデンシャルスイートを提供

今後、同性パートナーの方々が快適に滞在
できるようハネムーンプランとして宿泊を受
入れを継続的に行い当事者における心のバ
リアフリーに貢献した。
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バリアフリー化推進に関わる施策③

定期的にLGBTQマナー講習を実施し、外部講師の招
聘や弊社代表である高倉がマナー講師を担当している。

働く職員にも当事者がいる為、職場内でのバリアを取り
除くこともふまえ継続的に研修を実施している。

新規採用者に当事者がいる場合は事前にヒアリングを
行い総支配人が相談窓口となり働きやすい職場環境に
努めている。

結果として、当事者、非当事者関わらず快適に過ごして
いただけるとのお褒めの言葉や励ましの言葉を頂戴して
おり職員のモチベーション向上にもつながっている。

定期的なLGBTQマナー研修の実施
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バリアフリー化推進に関わる施策④－１

日本初のLGBTアライチャーターフライト

の提案実施

JAL本社の人財本部担当者にピンクドット沖縄
のイベントに合わせたLGBTアライチャーターフ
ライトの提案。

色々なハードルを乗り越えて日本初のLGBT
支援チャーターを実現 LGBT当事者をはじめ
関係者、イベント参加者多数ご宿泊頂き、
LGBT啓蒙活動及び施設の心のバリアフリー
対応に触れて頂き快適な滞在を提供した。
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バリアフリー化推進に
関わる施策④－２

LGBTアライチャーターフライトの取組みは
全国放送でも流れ心のバリアフリー化を目
指す当ホテルをはじめ沖縄県にとても反響
の大きな企画であった。

企画発案・実施に関わらせて頂き、ホテル
として今後も様々なバリアを取り除く企画を
実地していきたいと考えている。

日本初LGBTアライチャーターフライト
の提案実施
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バリアフリー化推進に関わる施策⑤

全国初！！夜間営業中における障がい者、
外国人を中心とした夜間消防訓練を実施

逃げるバリアフリーとして、那覇消防・バリアフリーネット
ワーク会議と共催で実施。ホテル従業員や関係者を含め
約１３０名の人が参加した。

※夜間では日中と比べ人員が少なく万一の火災時に迅速
な対応を要求されることから、障がいをお持ちの方や言葉
の通じない外国人、怪我をした方などの避難誘導にどれだ
けの時間がかかるのかの実証実験も兼ねて実施した。

この夜間での取り組みは世界でも事例がないとのこと。
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バリアフリー化推進に関わる施策⑥

フロントやクリーンスタッフへのバリアフリー及び
防災研修

日中一番客室の身近にいるクリーンスタッフへバリアフリー及び
防災研修を実施。
万一の火災やその他災害が起こった場合の避難誘導を迅速に行
うため、障がいをお持ちの方が宿泊されている場合にその情報を
共有し、災害の際逃げ遅れがないよう施設管理課長や総支配人
のレクチャーを実施している。
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バリアフリー化推進に関わる施策⑦
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
バリアフリーワーキング委員会委員長として県に対し提言書
を提出

２０１８年、２０１９年 約２００団体の会員数である（一財）沖縄観
光コンベンションビューローよりバリアフリーワーキング委員会委
員長にパームロイヤルが委嘱され総支配人が当委員会の委員長
に就任。
多様化するバリアフリー対応としてバリアフリー設備の拡充、食物
アレルギー対応施設の拡充、LGBTQへの支援・啓蒙、ハラール食
対応（礼拝所等の設備含む）
※県はH19に全国に先駆け観光バリアフリー宣言を行った。誰も
が楽しめる優しい観光地を推進
多様性を尊重するダイバーシティアイランドとしての提言をまとめ
県知事に観光提言書として提出し、多様化するバリアフリー化推
進に向けて尽力した。
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バリアフリー化推進に関わる施策⑦－２

パームロイヤルは一般社団法人アレルギー対応沖縄サポートデスク
のメンバーであり、総支配人が理事を務めている。

同じく沖縄県ホテル協会の理事の立場で旅の食事に対してのバリアを
取り除くべく、サポートデスクに対しアレルギー対応研修事業の一部をホ
テル協会で予算化（事業として研修委託）し沖縄県内の施設にアレル
ギー対応食並びに食物アレルギーに関する啓蒙普及に尽力した。

旅の大きなバリアである食物アレルギー対応に向けての取組み
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その他民間・自治体における市民の評価等

・２０２０年
『内閣府沖縄総合事務局バリアフリー化推進功労者表彰』
『第２３回 人に優しい地域の宿作り賞 楽天トラベル賞』
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会主催 厚生労働大臣賞に
次ぐ上位の賞受賞 全ての人に優しい配慮がなされた
・２０２１年
『国土交通省バリアフリー化推進功労者表彰』
・２０１６年、１７年、１８年、２０年 『Work With Pride』 ゴールド賞
企業等の枠組みを超えてLGBTが働きやすい職場つくりを目指す５つ
の指標最高賞授賞 １６年度ではホテル旅館初の授賞

・２０１７年、１８年、２０年『Expedia LOVES BY GUEST 世界Top

１００』ユーザーが選ぶベストホテルアワードLGBTフレンドリーホテル
部門受賞 アジア地区で４施設のみ
・２０１８年～現在 『トリップアドバイザー那覇のホテル口コミNo１』
人に優しいホテルとしての評価を受け世界最大の口コミサイトランキ
ング１位を2年以上維持している。 16
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社会変革企業としての
ダイバーシティーアイランドOKINAWA構想

パームロイヤルの指針

老若男女、LGBTQ、身体障害者、食物アレ
ルギー等、全ての人に対応できる優しい島を
目指します。

全ての人が自分らしく生きやすい社会つくり
を目指します。

今後も全ての人に優しいバリアフリー化を推
進して参ります。
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☆忘れてはならない
地域貢献☆

常に社会に生かされている
という気持ちを忘れず、

地域へ還元できる企業であ
り続ける事が必要

これからもバリアフリー化推
進はもとより様々なことに
挑戦して参りたいと思いま
す。
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コロナ禍という逆境の中、現在及び将来にわたり有効なブランディング戦略

メディアリリースマーケティングとは？
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ご清聴頂きありがとう
ございました。引き続
きすべての人に優しい
ダイバーシティアイラ
ンド沖縄実現に向けて
尽力したいと思います

23
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バスにおけるバリアフリーの取り組み状況について 

 

 

一般社団法人 沖縄県バス協会 

 

 

１．低床バス車両への補助の実施 

 ノンステップバスやスロープ付きワンステップバスなどの低床バス車両の購入に際して、

一台につき新車で３０万円、中古車で１０万円の補助を実施しております。令和２年度は、

４事業者の２６台の車両購入に対して２６０万円の補助を実施しました。 

 

２．接遇改善の取り組み 

 お客様への接遇改善の取り組みとして、令和２年１１月１２日と令和３年３月１０日の

２回にわたって「知的障害・発達障害に関する研修会」を開催いたしました。新型コロナウ

イルス感染症対策として人数を絞りながらの開催ではありましたが、併せて３９名の参加

を得て開催いたしました。 

 １１月１２日開催の研修会では、沖縄県発達障害者支援センターの天久 親紀主任が講師

を務め、発達障害者の特徴と接遇における注意点などについて講演を行いました。 

 ３月１０日開催の研修会では公益財団法人交通エコロジー・モビリティー財団の竹島調

査役を講師に迎えて、コミュニケーションボードの使用方法や認知症患者の接遇について

講演を行いました。 

 第２回の研修会に先立って、令和２年１２月９日には、公益財団法人交通エコロジー・モ

ビリティー財団より、コミュニケーション支援ボードを路線バスの全車両分贈呈を受けま

した。現在、コミュニケーション支援ボードは路線バスの全車両に配置しております。 

 

 年度が明けてからの取り組みとなりますが、国連の提唱する世界自閉症啓発デーに合わ

せて、令和３年４月２日に、「知的障害・発達障害のある人のためのバス乗車体験」を開催

いたしました。新型コロナウイルス感染症対策の困難はありましたが、発達障害者支援セン

ターや発達障害者協会の協力もあり、３０組ほどの参加者を得て開催いたしました。 

 乗車体験をとおして、安全安心なバス利用に向け、相互理解を深めることができたと思い

ます。 
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パーキングパーミット制度の導入検討について

沖縄県障害福祉課

１ 経緯

平成18年 佐賀県が全国で始めてパーキングパーミット制度を導入

平成19年 制度導入について、県内福祉関係団体から知事へ要請

平成25年 那覇市が導入

平成30年 パーキングパーミット制度導入促進方策検討会（国交省）報告

・制度導入済み団体の約９割で導入効果があった。

・未導入の地方公共団体に対して導入を促進。

平成31年 障がい者駐車スペース実態調査（バリアフリーネットワーク会議）

・利用件数の約３割が不適正利用者であった。

令和２年 浦添市が導入（10月）

沖縄県福祉のまちづくり審議会に、障害者等用駐車場の適正利用に

ついて諮問（10月）

令和３年 沖縄県福祉のまちづくり審議会から、パーキングパーミット制度の

導入が適当である旨の答申（８月）

２ パーキングパーミット制度について

⑴ 制度概要

公共施設や商業施設等に設置されている障害者等用駐車区画の利用対象者

を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認めら

れる方や移動の際に配慮が必要な方に限定し、対象者には利用証を交付するこ

とで適正利用を図る制度。

平成18年に佐賀県が導入して以降、令和３年４月現在では40府県が導入。

※パーキングパーミット制度のイメージ

行政
（都道府県、市町村）

歩行が困難な方
（障害のある人、高齢者、
妊産婦、けが人など）

協力施設
（公共施設、商業施設等）

申請利用許可証の交付
協力依頼

駐車区画の提供

駐車区画の利用

※参考(那覇市)

資料８
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⑵ 全国の導入状況

○ 導入済み（40府県、４市）

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、

高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、

川口市（埼玉県）、久喜市（埼玉県）、那覇市、浦添市

○ 未導入（７都道県）

北海道、青森県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、沖縄県

⑶ 導入効果、課題

○ 効果

・ 利用対象者を明確にすることで、不適正な利用を抑制できる。

・ 内部障害など外見からは分かりにくい障害の方も気兼ねすることなく

専用区画を利用できる。

○ 課題

・ 駐車区画の確保

・ 制度の周知
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令和２年改正バリアフリー法の施行

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

参考資料１

1



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律の一部を改正する法律について（概要）

2



（２）市町村等による「心のバリアフリー」の推進（学校教育との連携等）（主務大臣に文科大臣を追加）
○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化
促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業
メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事項を追加
○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・
ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助 （※予算関連）
○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等

【教育啓発特定事業のイメージ】

車椅子サポート体験高齢者疑似体験

１．公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化

○公共交通事業者等に対するソフト基準※遵守義務の創設 （※ スロープ板の適切な操作、明るさの確保等）

○公共交通機関の乗継円滑化のため、他の公共交通事業者等からのハード・ソフト
（旅客支援、情報提供等）の移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設
○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設（宿泊施設・飲食店等）の情報提供を促進

２．国民に向けた広報啓発の取組推進

（１）優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進
○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、
障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加
○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の
適正な利用の推進」等を追加

３．バリアフリー基準適合義務の対象拡大

○公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）を追加

法律の概要

●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律
＜予算関連＞

※赤字：令和２年６月19日施行 青字：令和３年４月１日施行
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国民に向けた広報啓発の取組推進
市町村等による「心のバリアフリー」の推進（学校教育との連携） （主務大臣に文科大臣を追加）

基本構想制度について

教育啓発特定事業（例）

・学校におけるバリアフリー教室の開催
・障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講演会や
セミナーの開催
・交通事業者等の従業員を対象とした接遇研修の実施 等

高齢者疑似体験

旅客施設など、高齢者、障害者等が利用する施設が集積する地区（「重点整備地区」）において、公共交通機関、建
築物、道路等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進し、 面的なバリアフリー化を実現するための「基本構想」
を市町村が作成。

基本構想には、ハード整備に関する事業（公共交通特定事業、道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特
定事業、建築物特定事業及び交通安全特定事業）を位置づけることで、関係者に事業の実施が義務付けられる。

当事者講師による
セミナー

公共交通特定事業
ノンステップバスの導入、ホームドアの設置等

道路特定事業
歩道への視覚障害者誘導用ブロックの設置、
車道との段差解消、滑り止め舗装等

建築物特定事業

建築物内のエレ
ベーター設置、
障害者対応型
便所の整備等

交通安全特定事業

音響式信号機、
残り時間のわか
る信号機、
エスコートゾ－
ンの設置等

現在の特定事業（例）

目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針（マスタープラン※）の記載事項に
「心のバリアフリー」に関する事項を追加
※旅客施設を中心とした地区等において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を市町村が示すもの（具体の事業の位置づけは不要）

市町村が作成する基本構想に記載する事業メニューの一つとして、心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事
業」を追加

「教育啓発特定事業」を含むハード・ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助 （※予算関連）

バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に関する規定を創設

車椅子サポート体験 4



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和３年4月1日施行分
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バリアフリー法施行規則の一部改正について
（国民に向けた広報啓発の取組推進：優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進）

対象施設（バリアフリー法施行規則において規定）

（障害者用トイレ）

（車椅子使用者用
駐車施設等）

（旅客施設・車両等の
優先席）

施設設置管理者が講ずべき具体的措置（努力義務の対象となる広報啓発活動）

国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両等の優先席、車椅子使用者用駐車施設等、

障害者用トイレ等（高齢者障害者等用施設等）の適正な利用の推進」を追加

公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載事項に「車両等の優先席、車椅子

使用者用駐車施設等、障害者用トイレ等の適正な利用」等を追加

令和３年４月の改正バリアフリー法全面施行に向け、適正な利用の対象となる「高齢者障害者等用施設等」の

具体の内容をバリアフリー法施行規則で定める必要

真に必要な方が円滑に利用できるよう、一般利用者に対して、ポスターの掲示、車内放送等での呼びかけ 等

（車両等の車椅子スペース）

（旅客施設の
エレベーター）
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公共交通事業者等に対し、旅客施設・車両等の新設等の場合のハード基準への適合義務に加え、役務の提供の方法に関する基準
（ソフト基準）の遵守義務を課すこととしている（令和２年５月法改正、令和３年４月全面施行）

ソフト基準の対象

○ハード基準は、障害当事者が公共交通機関を円滑に利用するための必要最低限の義務として、以下のとおり規定。
・バリアフリー設備を設置すること（例：○○においては、○○を備え付けなければならない）
・バリアフリーとして機能させるために必要最低限の構造の諸元（例：○○の幅は、○cmでなければならない）

○ソフト基準は、ハード基準のバリアフリー設備の機能が十分に発揮されるよう、設備の目的に
合わせて以下のとおり規定。
①職員等がバリアフリー設備を用いて、役務の提供を行うこと（例：乗降用のスロープ板等）
②バリアフリー設備それ自体を用いて、運行情報の提供や照度の確保などの役務の提供を
行うこと（例：運行情報提供設備、照明設備等）
③バリアフリー設備を用いた役務の提供が行われるよう、体制を確保すること

ハード基準とソフト基準の関係

義務 ハード基準適合維持義務（法第８条第２項）が課されている、新設等された旅客施設・車両等
（平成14年5月15日の旧交通バリアフリー法施行以降に新設・大規模改良又は新規供用されたものが対象）

努力義務 ハード基準適合の努力義務（法第８条第３項）が課されている、既存の旅客施設・車両等

階段脇の位置を
わかりやすく示す照明の例

路線バスにおける役務提供
（スロープ設置・介助）の例

駅ホームにおけるスロープ板設置の例

公共交通移動等円滑化基準省令の一部改正について
（公共交通事業者等のソフト基準適合義務の創設）
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（例）鉄軌道駅におけるソフト基準

ハード基準(既存)：プラットホーム
車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある
段差又は隙間がある場合は、渡り板等を
設置すること。

ソフト基準(新規)
ハード基準に基づき渡り板等が設けられた場合は、

当該渡り板等を使用して、車椅子使用者の円滑
な乗降に必要な役務の提供を行うこと。

ハード基準(既存) ：運行情報提供設
備
運行情報を文字等により表示する設備、及び

音声により提供する設備を設置すること。

ソフト基準(新規)
ハード基準に基づき設置された運行情報提供設備を使用

して、運行情報を文字等及び音声により提供すること。

ハード基準(既存) ：照明設備
照明設備を設けること。

ソフト基準(新規)
照明設備を用いて、十分な照

度を確保すること。

○職員等の操作等が必要な設備を用いた役務の提供

○設備を用いた情報提供等

○設備を用いた情報提供等

○設備を用いた情報提供等
ハード基準(既存) ：エレベーター
かごの昇降方向、戸の開閉等を音声により知らせる設備

を設置すること。

ソフト基準(新規)
ハード基準に基づき設置された設備を用いて、
かごの昇降方向、戸の閉鎖等を音により知らせ
ること。

ハード基準(既存)：ホームドア
ホームドアを設置すること。(構造上
困難な場合を除く。)

ハード基準(既存) ：乗車券等販売所、案内所
筆記用具を備え、筆記用具があることを表示すること。

○職員等が求めに応じて提供する設備の役務の提供

ソフト基準(新規)
聴覚障害者からの求めに応じ、筆記用具を使用すること。
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ハード基準(既存)：乗降口
乗降口の有効幅が80cm以上

ハード基準(既存)：
・床面の高さは65cm以
下
・床面は滑りにくい仕上げ

（例）バスにおけるソフト基準

ハード基準(既存) ：乗降用設備
スロープ板その他車椅子使用者の乗降を円滑にする設備を設けること。

ソフト基準(新規)
ハード基準に基づき設置されたスロープ等を使用

して、車椅子使用者の円滑な乗降に必要な役務
の提供を行うこと。

○職員等の操作等が必要な設備を用いた役務の提供

ハード基準(既存) ：運行情報提供設備
・運行情報を文字等により表示する設備、及び音声により提供する
設備を設置すること。

ソフト基準(新規)
ハード基準に基づき設置された運行情報提供設備を使用

して、運行情報を文字等及び音声により提供すること。

○設備を用いた情報提供等

ハード基準(既存) ：乗降用設備
・車椅子スペースを1以上確保
・車椅子スペースには、車椅子固定用装置を設けること 等

ソフト基準(新規) 
ハード基準に基づき設置された車椅子固定

用装置を用いて、必要な役務の提供を行うこ
と。

○職員等の操作等が必要な設備を用いた役務の提供

ハード基準(既存)：意思疎通を図るための設備
筆記用具を備え、筆記用具があることを表示すること。

○職員等が求めに応じて提供する設備の役務の提供

ソフト基準(新規)
聴覚障害者からの求めに応じ、筆記用具を使用すること。

○設備を用いた情報提供等

ハード基準(既存) ：運行情
報提供設備
・車両の前面、左側面、後方に行
先表示を設けること。

ソフト基準（新規）
ハード基準に基づき設置され
た行先表示器を使用して、行
先に関する情報を提供するこ
と。
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建築物

バリアフリー基準適合義務の対象拡大

公園施設

路外駐車場

鉄道事業者

軌道経営者

路線バス事業者（定期運行） 貸切バス事業者

タクシー事業者

一般旅客定期航路事業者

旅客不定期航路事業者
（遊覧船等）

本邦航空運送事業者

※その他、現行規定上、バスターミナル事業者、旅客船ターミナル管理者等が法適用の対象

航空旅客ターミナル管理者

車椅子対応型の
車両を導入する際
に、ハードの基準
適合を義務付け

公共交通事業者等

道路

特別特定建築物（2,000㎡以上）
（特別支援学校、病院、店舗、ホテル等）

特別特定建築物に公立小中学校を追加 旅客特定車両停留施設
（バス等の旅客の乗降のための道路施設）

特定公園施設
（都市公園内の園路、広場、
休憩所、駐車場、便所等）

特定路外駐車場
（500㎡以上の駐車料金を
徴収する路外駐車場）

特定道路
（移動等円滑化が特に必要な道路を国土交通
大臣が指定）

公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）を追加
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令和2年バリアフリー法改正等の説明会

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 11



令和２年バリアフリー法改正等の説明会

説明会の概要
令和２年５月に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」（以下「改正バ
リアフリー法」）が成立し、本年４月１日より全面施行となるとともに、令和２年12月にバリアフリー法に基づく
「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を改正し、本年４月１日より新しいバリアフリー整備目標が施行。
事業者や地方公共団体等を対象として、改正バリアフリー法や新しいバリアフリー整備目標の周知に加え、移動等
円滑化促進方針や基本構想の作成促進を図るため説明会を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対面による説明会に代わり、説明動画を作成・公表（第Ⅰ部）
地方公共団体を対象にバリアフリー法改正と移動等円滑化促進方針・基本構想の作成支援説明会を実施（第Ⅱ部）

第Ⅰ部 法改正説明動画の内容
●動画を3部構成で、Youtube（国土交通省政策チャンネル）で公開

動画１

動画２

動画３

法改正の概要
（動画 https://youtu.be/wXwprcDS15k 動画時間20:17）

移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの改訂について
（動画 https://youtu.be/BcycVddrQII 動画時間22:38）

次期バリアフリー整備目標について
（動画 https://youtu.be/bgXeEvcR1Nw 動画時間27:53）

2/19に動画公開後、3/10現在で延べ約3,600回視聴

第Ⅱ部 バリアフリー法改正と移動等円滑化促進方針・基本構想の作成支援 オンライン説明会

●地方ブロック毎に、オンラインで説明会を開催。
3/3…近畿／中部、3/5…北海道／北陸信越／関東、
3/8…中国、3/9…四国、3/10…東北、3/11…九州、3/12…沖縄

都市計画や障害者施策、交通政策担当者など
約350の自治体部署の担当者から参加申し込み 12



東京オリパラを契機とした
障害当事者参画によるバリアフリー化について
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東京オリパラを契機とした障害当事者参画によるバリアフリー化について

東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を踏まえて、首都圏空
港から競技会場等に至る世界水準での重点的なバリアフリー化を推進。

特に、成田空港、羽田空港においては、多様な障害当事者が施設整備の初期段階から参画し、国際的なバリアフリー
基準を踏まえた「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」等に基づき、ハード面・ソフト面の両面でバリアフリー化の
取組が行われてきたところ。

東京オリパラ大会開催前の適当なタイミングにおいて、国土交通分野におけるバリアフリー化の取組状況や今後の課

題を効果的に広報して国民の意識向上を図るとともに、障害当事者参画による施設整備のレガシー化を図る。

背景

１．これまでのバリアフリー化の取組状況や今後の課題について効果的な広報 （東京大会まで）

交通バリアフリー法の施行（2000年11月15日）後20年が経過

成田空港、羽田空港における障害当事者参画によるバリアフリー化の取組状況 （UD/WSの進め方、工夫した点、今後の改善点 等）

鉄道駅等の空港との交通結節点に係るバリアフリー化の取組状況

今後のバリアフリー化の課題 （地方部のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の更なる推進、全国各地での面的なﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の更なる推進、心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに係る周知 等）

２．障害当事者参画による施設整備のレガシー化 （主に令和３年度～）

障害当事者の参画による施設整備に関する調査検討 （公共交通事業者等へのアンケート・ヒアリング調査、現地調査、ノウハウ集作成）

内容

メディアと調整し、東京オリパラ開催前の適当なタイミングで効果的な広報を実施
（例：東京オリンピック競技大会開催前 100日前(2021/4/14)、50日前(2021/6/3)、 30日前(2021/6/23)  等）

バリアフリー化の取組状況・今後の課題のとりまとめ（パンフレット作成）
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セミナーと現地調査 スケジュール

その他 国立競技場（東京オリンピック・パラリンピック終了後）

■2020年12月9日（水） 「障害者の移動支援としての情報の在り方 ユニバーサルサービスを中心に」
場 所：羽田空港第３ターミナル（スカイホール）
主 催：中央大学（秋山研究室）、エコモ財団、日本福祉のまちづくり学会
その他：国土交通省総合政策局安心生活政策課長の挨拶

各種セミナー

現地調査

羽田空港

成田空港

関西空港

・パラリンピアンや障害当事者が参画し、意見交換
・WheeLog!、らくらくおでかけネットなど
「MaaS」の観点も踏まえて現地調査

・パラリンピアンや障害当事者の参画
・ユニバーサルデザインの基礎
・心のバリアフリー

の観点を踏まえたセミナー

２０２１年中 （羽田空港・成田空港の現地調査終了後）

■※緊急事態宣言を受け4月中下旬に延期
「ユニバーサルデザインにおける「心のバリアフリー」

場 所：成田国際空港 第2ターミナル4階 A2・3
主 催：中央大学（秋山研究室）、エコモ財団、日本福祉のまちづくり学会、全国空港ビル事業者協会
後 援：国土交通省（総合政策局安心生活政策課、航空局ネットワーク企画課の挨拶）

セミナー・現地調査
双方にメディア取材要請

羽田空港の現地調査後

■2021年2月1日（月） 第2回「ユニバーサルMaaSの体験」
場 所：羽田空港第2ターミナル（羽田空港から京浜急行で横須賀市（ドブ板通り商店街））
主 催：中央大学（秋山研究室）、エコモ財団、日本福祉のまちづくり学会、ANA、京浜急行
その他：国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課、安心生活政策課も随行

■2021年5月下旬 「タイトル未定：現地調査」
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構成員からのコメント

「ハード整備」

○東京オリパラを契機としたIPCの取組をきちんと残して、全国及び次の時代にも反映。

○ＵＤに関する国民への周知と企業側のビジネスとの結び付けを定義しないと社会でうまく展開していかない。

○企業は、投資や経済の考え方が入ると動く。

○駅等の機能と民間のビルや商業施設等の建築物の乖離の解消。

○今後の施設改修等については、「心のバリアフリー」を主眼に、多種多様な考えに対応。

「心のバリアフリー」

○当事者参画の取組に加え、現場職員との議論や意見を取り入れて進めていく。

○バリアフリー意識醸成のために職員研修を実施しており、今後も現場の意識醸成に取り組む。

○点ではなく面で旅客をフォローする職員参画型の取組を進め、一般への発信についても意見を伺い進める。

○現場職員が参画する取組が、今後のバリアフリー進展の鍵になる。

○次の段階ではガイドライン整備が重要。障害当事者と現場職員が協働すれば新しい段階に行くのではないか。

○「スティグマ」の軽減方法。航空産業の中にあるソリューションを活用できないか。

「国民への周知・啓発」

○「他人ごと」をどうやって「自分ごと」にできるか、どう国民に浸透させていくかが重要。

○「バリアフリー」＝「義務的」とならないように、どうスマートに見せるかがポイント。

第1回打合せの主なコメント
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広報に関する取組

■国土交通分野におけるバリアフリー化の取組状況等に関する広報活動資料作成（21年４月中旬）
パンフレットを作成し、交通バリアフリー法成立から20年の取組状況や今後の「心のバリアフリー」等のソフト対策の

課題等については、バリアフリーが当たり前の社会である事を国民に訴えるべく、他人事ではなく、自分事である等周知。
また、パンフレットの配布とともに国土交通省HPやｔｗｉｔｔｅr等に投稿し、周知を行う。

パンフレットの作成

各報道機関との連携

【セミナー】２１年１２月９日（水） 【現地調査】２１年５月中下旬

■羽田空港、成田空港の各種セミナーや現地調査のメディア周知（21年2～5月）
国土交通省の他、様々なメディアを通じて報道してもらう事により、国民への啓発を図る。

【セミナー】２１年４月中下旬 【現地調査】羽田空港の現地調査後

関西空港
国立競技場

２０２１年中 （関空：羽田空港・成田空港の現地調査終了後、国立競技場：オリパラ後）

想定メディア

報道関係 ＮＨＫ、各テレビメディア、５大紙、業界紙（交通、建設）等で広く周知

パラリンピアン
当事者団体

オリパライベント、取材等での宣伝

※成田空港記者クラブ（主要なテレビ・新聞社と千葉日報、
地元CATVが所属。航空関係メディア（日刊航空、Aviationwire等）

羽田空港

成田空港
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公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査 （概要）
調査対象 ： 全国の日本国籍を有する18歳以上の3,000人 （有効回収数2,015人、回収率67.2％）

調査期間 ： 令和２年10月１日～同年11月15日
（※新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、調査員と調査対象者の方との接触を回避するため、郵送法で実施）

調査目的 ： 公共交通機関利用時の配慮に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とする。

調査項目 ： ①優先席、②多機能トイレ、③ベビーカー、④心のバリアフリー

結果公表 ： 令和３年１月29日（金）

内閣府URL：https://survey.gov-online.go.jp/r02/r02-kotsu/index.html

優先席 多機能トイレ

ベビーカー 心のバリアフリー

問 あなたは、電車やバスなどの公共交通機関の優先席に座って
いるときに、高齢者、障害者、妊産婦など優先席が必要とする方
が近くにいることに気づいたら席を譲ろうと思いますか。

譲ろうと思う 約７２%

譲ろうと思わない（※１、※２以外） 約１%

ご自身が高齢者、障害者、妊産婦であるなど優先席を必要と
しているから譲ろうと思わない（※１） 約７%

優先席に座らない（※２） 約１８%

問 あなたは、トイレを利用するときに、多機能トイレを利用しようと
思いますか。

利用しようと思う（※３以外） 約２４%

利用しようと思わない 約６８%

ご自身が高齢者、障害者、妊産婦であるなど多機能トイレを
必要としているから利用しようと思う（※３） 約７%

問 あなたは、「ベビーカーマーク」を知っていましたか。

見た、知っていた 約５７% （参考：平成27年12月調査時：約５３%）

見たことはないし、内容も知らなかった 約４３%
（参考：平成27年12月調査時：約４６%）

問 あなたは、「心のバリアフリー」の考え方が一人でも多くの方に
広まり、すべての人々がお互いに心身の特性や考え方を理解し
支え合うことが、公共交通機関を利用した移動を円滑化するため
に必要だと思いますか。

そう思う 約９６% そう思わない 約４%

問 あなたは、公共交通機関における「心のバリアフリー」の考え方
を広めるために、どのような取組が効果的だと思いますか。

学校などでの教育 約６９%

車内や駅構内等でのアナウンスやポスターでの啓発活動 約６１%

＜留意点＞
・平成27年12月調査は調査員によ

る個別面接調査法で実施してい
るため、郵送法で実施した今回
調査との単純比較は行わないも
のの、認知度は向上している
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